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【第 32 号議案】 

総 務 委 員 会 資 料 

令和６年３月７日・８日 

教 育 庁 総 務 課 
 

県立学校の教育職員及び市町村立学校の教職員の特殊勤務手当に関する

条例の一部を改正する条例 

 

１ 提案理由 

原子力災害に対処するため、県立学校の教育職員及び市町村立学校の教職員の特殊勤務

手当について所要の改正を行う必要がある。 

２ 条例の概要 

⑴ 新設する手当 

原子力災害応急作業従事手当 

⑵ 改正内容 

県立学校の教育職員又は市町村立学校の教職員が原子力緊急事態宣言があった場合に

おいて次に掲げる作業に従事したときは、その作業内容に応じて次に定める原子力災害

応急作業従事手当を支給する。 

作業内容 手当額（日額） 

特定原子力事業所に係る原子力災害対策本部長の

指示に基づき設定された区域等を考慮して教育委員

会規則で定める区域において行う作業 

10,000 円を超えない範囲内で

教育委員会規則で定める額 

（心身に著しい負担を与えると

教育委員会規則で定める作業は、

当該額にその100分の 100を超え

ない範囲内で教育委員会規則で

定める額を加算した額） 

３ 施行期日 

公布の日から施行する。 
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県立学校の職員定数条例及び市町村立学校の教職員定数 

条例の一部を改正する条例 

 

１ 提案理由 

児童数及び生徒数の変動等に伴い、職員の定数を改正する必要がある。 

 

２ 条例の概要 

  高等学校の教育職員等の定数の改正 

区 分 改正前 改正後 増 減 

高等学校 教育職員 1,595人 1,607人 12人 

事務職員及び技術職員 185人 185人 － 

特別支援学校 教育職員 962人 1,000人 38人 

事務職員及び技術職員 80人 80人 － 

小学校、中学校 

及び義務教育学校 

教育職員 5,065人 5,038人 △27人 

事務職員及び技術職員 355人 351人 △４人 

 

３ 施行期日 

令和６年４月１日から施行する。 

 

総 務 委 員 会 資 料 
令和６年３月７日･８日 
学 校 企 画 課 

【第33号議案】 
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島根県公立学校情報機器整備事業基金条例 

 

１ 提案理由 

県又は市町村が行う初等中等教育段階の公立学校における情報機器の整

備に要する経費に充てるため、基金を設置する必要がある。 

 

２ 条例の概要 

⑴ 設置 

県又は市町村が行う初等中等教育段階の公立学校における情報機器の

整備に要する経費に充てるため、島根県公立学校情報機器整備事業基金

（以下「基金」という。）を設置すること。 

⑵ 積立て 

  基金として積み立てる額は、予算で定めること。 

⑶ 管理 

  基金に属する現金は、最も確実かつ有利な方法により保管すること。 

⑷ 運用益金の処理 

  基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、基

金に繰り入れること。 

⑸ 繰替運用 

  知事は、財政上必要があると認めるときは、基金に属する現金を歳計

現金に繰り替えて運用することができること。 

 

３ 施行期日 

公布の日から施行する。 

総 務 委 員 会 資 料 

令和６年３月７日・８日 

教 育 指 導 課 

【第34号議案】 
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島根県公立学校情報機器整備事業基金について 

 

１ 基金により実施する事業の内容 

  県又は市町村が行う初等中等教育段階の公立学校における情報機器の整備 

①１人１台学習端末の更新 

②入出力支援装置の更新 

 

２ 事業の実施方法（１人１台学習端末） 

 ・ 県又は市町村が、１人１台端末の更新計画に基づき、原則として共同調達により端末を更新

（事業期間：令和６年度～令和 10年度） 

 ・ 児童生徒全員分の端末更新経費１台あたり 36 千円（55千円×２/３）を補助上限として、基

金を取り崩して実施 

［補助基準額］55 千円/台 

［補 助 率］２/３  

   ［補 助 対 象］公立の小中学校、義務教育学校、中等教育学校の前期課程並びに特別支援学

校の小学部及び中学部  

 ・ 実施の流れ 

    ⑴ 基金の造成〔県〕   

⑵ 共同調達に関する協議会の設置〔県〕 

    ⑶ 共同調達〔協議会〕 

       共通仕様書作成、公告、審査、業者決定 

   ⑷ 契約〔県、市町村〕 

 ※ 上記に加え、視覚や聴覚、身体等に障がいのある児童生徒の障がいに対応した入出力支援装

置の更新も実施（補助率：10/10、共同調達の対象外）。入出力支援装置の更新にかかる補助対

象には、公立の高等学校及び特別支援学校の高等部を含む。 

 

３ 更新計画、基金計画、共同調達スケジュール 

  別紙のとおり 

 

４ 基金の額（Ｒ５年度基金造成時） 

  ４５１，６３１千円（見込み） ※更新総台数の２割相当＋事務費。以降積み増し予定。 
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端末更新計画、基金計画及び共同調達スケジュール 

 

 

 

 

 

 

【共同調達スケジュール】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【端末更新計画】

R5 R6 R7 R8 R9 R10

766 24,214 30,916 2,509 336

特別支援学校分 0 388 176 0 0

市町村分 766 23,816 30,740 2,509 206

入出力支援装置 0 10 0 0 130

【基金計画】 （単位：千円）

R5 R6 R7 R8 R9 R10

451,631 505,840

特別支援学校分 4,136 10,091

市町村分 425,598 475,740

入出力支援装置 1,897 0

事務費等 20,000 20,009

基金取崩額 0 48,086 908,699 1,133,585 91,995 15,818

特別支援学校分 0 0 14,227 6,453 0 0

市町村分 0 28,086 873,252 1,127,132 91,995 7,553

入出力支援装置 0 0 1,220 0 0 8,265

事務費等 0 20,000 20,000 0 0 0

〔注１〕令和5年5月1日時点の児童生徒数を基に算出（予備機15％を含む）

〔注２〕令和6年度までに令和7年度までの更新経費が国から交付される見込み

区分

基金積立額〔注２〕

　

（単位：台）

区分

更新台数〔注１〕

　

国予算編成がなされていないため、未定

協議会開催 県

共同調達手法検討 協議会

更新計画確定 県・市町村

端末仕様調整 協議会

入札準備・公告 協議会

開札・入札結果通知 協議会

契約・機器調達 県・市町村

納品 事業者

Ｒ７年

９月 10月 11月
対応者項目

Ｒ６年

12月１月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 １月 ２月 ３月７月 ８月

別紙 
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令和５年度２月補正予算案（２月 14 日上程分）及び 

令和６年度当初予算案 

教育委員会予算の主な事業 
 

１ 子どもの将来の選択肢を拡げる学校教育等の充実 

・ 学校と地域が協働した人づくりを推進し、小中高の連携を図りながら、基礎的

な知識・技能をしっかりと身に付け、人生や社会で生かすことのできる確かな学

力を育成 

・ 未来を担う子どもたちに、ＩＣＴの活用による一人ひとりの能力等に応じた学

びを推進 
 

⑴ 幼小連携・接続の推進                   18百万円 

⑵ 小学校低学年段階からの学習支援【新規】          ２百万円 

⑶ 小中学校における「ふるさと教育」の推進          26百万円 

⑷ 高校における地域資源を活用した特色ある教育の推進     159百万円 

⑸ 高校魅力化コンソーシアムの運営支援            45百万円 

⑹ 大学等への進学や就職に対する意欲・関心の喚起       248百万円 

⑺ ＩＣＴを活用した教育の推進                588百万円 
 

２ 支援が必要な子どもへの支援 

・ 障がいの特性が複雑化、多様化する中、特別な支援を必要とする子どもたちが

自立し社会参加を果たしていくため、地域との連携や教育環境等を充実 

・ 子どもたちの学びを支え、安心して学校生活を送れるよう、いじめ、不登校、

貧困など、子どもたちにかかわる様々な課題に対する支援や相談体制等を充実 

 

⑴ インクルーシブ教育システムの推進             122百万円 

⑵ 特別支援学校と地域の連携強化               ５百万円 

⑶ 特別支援学校の職業教育・就業支援の充実          14百万円 

⑷ 特別支援学校の通学支援の充実【拡充】           40百万円 

⑸ 特別支援学校の施設整備（浜田養護学校）          168百万円 

⑹ 不登校児童生徒への支援充実【拡充】            42百万円 

⑺ 困難な状況にある子どもへの学びの機会の確保        ５百万円 

⑻ 日本語指導が必要な児童生徒への支援【拡充】        182百万円 
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３ 教員の確保対策と働き方改革の推進 

・ 深刻な人材不足を解消するための教員確保対策を推進するとともに、「教職員

の働き方改革プラン」に基づき、全ての教職員が子どもたちと向き合う時間を十

分に確保できるよう、時間外勤務の削減等に向けた取組を推進 

 

⑴ 教員確保対策の推進【拡充】                63百万円 

⑵ 働き方改革の推進【拡充】                 788百万円 

⑶ 部活動改革への支援【拡充】                113百万円 

 

４ その他 

⑴ 高校生の住まい確保支援【拡充】              72百万円 

⑵ 令和７年度全国高等学校総合体育大会の開催準備・選手強化  79百万円 

⑶ 人づくりや地域づくりを担う社会教育士の確保と養成     ９百万円 

⑷ 古代出雲歴史博物館の耐震化・魅力アップ【新規】      114百万円 

 

５ 予算額 
（単位：百万円） 

区分 
Ｒ５ 

a 

Ｒ６ 

b 

増減額 

b-a 

当初予算 A 81,497 82,837 1,339 

前年度 

２月補正予算等 
B 360 884 523 

総額ベース A+B 81,858 83,720 1,862 

※「２月補正予算等」には、Ｒ４年度11月補正予算において繰越明許費を設定し、Ｒ５年

度にかけて執行する事業を含む 

（注）計数については、それぞれ四捨五入によっているため、合計等と一致しないものがある。 
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令和５年度２月補正予算案（２月 14 日上程分）及び 

令和６年度当初予算案の概要 

 

 

 

令和６年度当初予算は、令和５年度２月補正予算とあわせて、エネルギ

ー価格・物価高騰対策や教育の充実など、切れ目ない予算を編成 

 

 

（単位：千円） 

課名 
当初予算 

a 

２月補正予算 

b 

合計 

a+b 

総務課 69,806,305  69,806,305 

教育施設課 1,160,361 128,060 1,288,421 

学校企画課 5,990,989 54,000 6,044,989 

教育指導課 1,730,152 678,807 2,408,959 

特別支援教育課 1,315,371 8,095 1,323,466 

保健体育課 240,774 10,250 251,024 

社会教育課 675,177 4,500 679,677 

人権同和教育課 41,659  41,659 

文化財課 1,627,709  1,627,709 

福利課 248,081  248,081 

合計 82,836,578 883,712 83,720,290 

 （注１）２月補正予算は、繰越明許費を設定し、Ｒ６年度にかけて執行する事業費を記載 

 （注２）総務課予算には、給与費を含む 
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,
0
0
0

6
,
5
3
2
,
7
1
6

2
4
,
1
5
0

0
0

0
0

2
9
,
8
5
0

1
学
校
管
理

運
営
費

1
,
4
9
3
,
1
1
2

3
6
,
9
0
0

1
,
5
3
0
,
0
1
2

2
教
職
員
採
用
試
験
事
務
事
業

費
3
8
,
7
0
3

1
7
,
1
0
0

5
5
,
8
0
3

教
育
指
導
課

1
,
9
8
1
,
1
8
5

6
7
8
,
8
0
7

2
,
6
5
9
,
9
9
2

6
2
3
,
2
7
4

0
0

0
0

5
5
,
5
3
3

1
未
来
の
創

り
手
育
成
事
業
費

9
3
5
,
4
5
1

2
1
2
,
1
7
6

1
,
1
4
7
,
6
2
7

2
不
登
校
対

策
推
進
事
業
費

2
6
,
5
1
9

1
5
,
0
0
0

4
1
,
5
1
9

3
一
人
一
台

端
末
更
新
事
業
費

-
4
5
1
,
6
3
1

4
5
1
,
6
3
1

特
別
支
援
教
育
課

1
,
2
1
4
,
5
4
7

3
,
1
6
6

1
,
2
1
7
,
7
1
3

4
,
0
4
7

0
0

0
0

△
 
8
8
1

1
学
校
管
理

運
営
費

7
4
2
,
8
8
4

8
,
0
9
5

7
5
0
,
9
7
9

2
学
校
給
食
等
緊
急
対
策
事
業

費
1
0
,
7
1
1

△
 
4
,
9
2
9

5
,
7
8
2

・
　
県
ま
た
は
市
町
村
が
初
等
中
等
教
育
段
階
の
公
立
学
校
に
お
け
る
情
報
機

　
器
の
整
備
・
更
新
に
要
す
る
資
金
を
積
み
立
て
る
た
め
の
基
金
を
造
成

・
　
民
間
企
業
や
大
学
等
と
連
携
・
協
働
し
、
教
職
の
魅
力
に
つ
い
て
広
報
や

　
啓
発
を
実
施
し
、
広
く
教
職
員
の
な
り
手
を
募
集

・
　
市
町
村
が
設
置
す
る
教
育
支
援
セ
ン
タ
ー
に
お
い
て
、
不
登
校
児
童
生
徒

　
へ
の
支
援
に
係
る
地
域
の
総
合
的
な
拠
点
と
な
る
た
め
の
モ
デ
ル
構
築
を
行

　
う
場
合
に
、
市
町
村
に
委
託
金
を
交
付
（
国
1
0
/
1
0
）

・
　
特
別
支
援
学
校
に
お
い
て
適
切
な
換
気
を
行
う
た
め
に
、
追
加
的
に
必
要

　
に
な
る
物
品
の
購
入
等

（
単
位
：
千
円
）

・
　
一
人
一
台
端
末
を
活
用
し
た
教
育
活
動
を
行
う
学
校
現
場
の
円
滑
な
運
用

　
を
支
え
る
た
め
、
よ
り
安
定
し
た
支
援
基
盤
を
構
築

　
①
I
C
T
ヘ
ル
プ
デ
ス
ク
設
置

　
②
I
C
T
支
援
人
材
の
巡
回
配
置

　
③
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
ア
セ
ス
メ
ン
ト

・
　
高
校
段
階
に
お
け
る
デ
ジ
タ
ル
等
成
長
分
野
を
支
え
る
人
材
育
成
の
抜
本

　
的
強
化
に
取
り
組
む
県
立
高
校
の
校
内
環
境
を
整
備
（
国
1
0
/
1
0
）

課
名

補
正
前
の
額

補
正
額

補
正
後
の
額

補
 
正
 
額
 
の
 
財
 
源
 
内
 
訳
 
及
 
び
 
概
 
要

事
業
名

・
　
県
立
高
校
に
お
い
て
適
切
な
換
気
を
行
う
た
め
に
、
追
加
的
に
必
要
に
な

　
る
物
品
の
購
入
等

・
　
出
雲
養
護
学
校
雲
南
分
教
室
の
教
育
環
境
の
充
実
を
図
る
た
め
、
運
動
場

　
を
整
備

・
　
特
別
支
援
学
校
に
お
け
る
給
食
等
実
施
見
込
み
に
よ
る
減
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２
．

課
別

事
業

別
一
覧

国
庫

使
・
手

寄
・
分

県
債

そ
の
他

一
般
財
源

（
単
位
：
千
円
）

課
名

補
正
前
の
額

補
正
額

補
正
後
の
額

補
 
正
 
額
 
の
 
財
 
源
 
内
 
訳
 
及
 
び
 
概
 
要

事
業
名

保
健
体
育
課

1
1
6
,
8
1
6

1
0
,
2
5
0

1
2
7
,
0
6
6

1
0
,
2
5
0

0
0

0
0

0

1
部
活
動
改

革
支
援
事
業
費

-
1
0
,
2
5
0

1
0
,
2
5
0

社
会
教
育
課

4
6
6
,
1
4
7

4
,
5
0
0

4
7
0
,
6
4
7

4
,
5
0
0

0
0

0
0

0

1
部
活
動
改

革
支
援
事
業
費

-
4
,
5
0
0

4
,
5
0
0

３
．

繰
越

明
許
費

〔
追

加
分
〕

金
額

1
1
2
8
,
0
6
0

2
3
6
,
9
0
0

3
1
7
,
1
0
0

4
2
1
2
,
1
7
6

5
1
5
,
0
0
0

6
8
,
0
9
5

7
1
0
,
2
5
0

8
4
,
5
0
0

・
　
国
委
託
事
業
を
活
用
し
、
公
立
中
学
校
部
活
動
の
地
域
移
行
に
向
け
て
取

　
り
組
む
市
町
村
に
対
し
実
証
事
業
を
実
施
（
国
1
0
/
1
0
）

教
育
施
設
課

学
校
企
画
課

部
活
動
改
革
支
援
事
業
費

社
会
教
育
課

・
　
国
委
託
事
業
を
活
用
し
、
公
立
中
学
校
部
活
動
の
地
域
移
行
に
向
け
て
取

　
り
組
む
市
町
村
に
対
し
実
証
事
業
を
実
施
（
国
1
0
/
1
0
）

学
校
管
理
運
営
費

特
別
支
援
教
育
課

部
活
動
改
革
支
援
事
業
費

保
健
体
育
課

教
職
員
採
用
試
験
事
務
事
業
費

学
校
企
画
課

未
来
の
創
り
手
育
成
事
業
費

教
育
指
導
課

不
登
校
対
策
推
進
事
業
費

教
育
指
導
課

（
単
位
：
千
円
）

事
業
名

特
別
支
援
学
校
校
舎
等
整
備
事
業

費 学
校
管
理
運
営
費

所
管
課
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【
第
４

号
議
案
】

令
和

６
年

度
島

根
県

一
般

会
計

予
算

１
．

予
算

額
の

概
要

事
業

費
一

般
財

源
事

業
費

一
般

財
源

事
業

費
一

般
財

源
事

業
費

一
般

財
源

6
9
,
7
3
7
,
2
0
6

5
6
,
5
5
7
,
9
1
6

6
9
,
8
0
6
,
3
0
5

5
6
,
4
3
7
,
6
8
2

6
9
,
0
9
9

△
 
1
2
0
,
2
3
4

0
.
1
%

△
0
.
2
%

給
与
費

6
9
,
5
9
2
,
1
0
8

5
6
,
4
1
2
,
8
1
8

6
9
,
6
3
5
,
3
1
2

5
6
,
2
6
6
,
6
8
9

4
3
,
2
0
4

△
 
1
4
6
,
1
2
9

0
.
1
%

△
0
.
3
%

給
与
費
以
外

1
4
5
,
0
9
8

1
4
5
,
0
9
8

1
7
0
,
9
9
3

1
7
0
,
9
9
3

2
5
,
8
9
5

2
5
,
8
9
5

1
7
.
8
%

1
7
.
8
%

9
0
7
,
1
3
8

7
0
9
,
5
6
1

1
,
1
6
0
,
3
6
1

9
2
6
,
6
3
3

2
5
3
,
2
2
3

2
1
7
,
0
7
2

2
7
.
9
%

3
0
.
6
%

5
,
7
4
7
,
2
4
9

3
,
4
7
0
,
8
2
0

5
,
9
9
0
,
9
8
9

3
,
7
4
1
,
8
3
6

2
4
3
,
7
4
0

2
7
1
,
0
1
6

4
.
2
%

7
.
8
%

1
,
9
5
5
,
1
6
2

1
,
2
0
9
,
8
8
8

1
,
7
3
0
,
1
5
2

1
,
2
2
2
,
1
6
9

△
 
2
2
5
,
0
1
0

1
2
,
2
8
1

△
1
1
.
5
%

1
.
0
%

1
,
1
6
3
,
9
5
5

9
9
9
,
4
9
0

1
,
3
1
5
,
3
7
1

1
,
1
3
7
,
5
8
2

1
5
1
,
4
1
6

1
3
8
,
0
9
2

1
3
.
0
%

1
3
.
8
%

1
1
6
,
6
5
6

1
1
0
,
5
6
0

2
4
0
,
7
7
4

2
2
9
,
7
3
5

1
2
4
,
1
1
8

1
1
9
,
1
7
5

1
0
6
.
4
%

1
0
7
.
8
%

4
5
1
,
6
2
1

3
8
3
,
3
2
0

6
7
5
,
1
7
7

4
5
5
,
4
2
4

2
2
3
,
5
5
6

7
2
,
1
0
4

4
9
.
5
%

1
8
.
8
%

4
4
,
8
1
0

3
9
,
8
5
8

4
1
,
6
5
9

3
8
,
2
6
9

△
 
3
,
1
5
1

△
 
1
,
5
8
9

△
7
.
0
%

△
4
.
0
%

1
,
1
5
0
,
7
6
4

7
7
9
,
5
1
9

1
,
6
2
7
,
7
0
9

8
2
1
,
3
4
9

4
7
6
,
9
4
5

4
1
,
8
3
0

4
1
.
4
%

5
.
4
%

2
2
2
,
7
6
3

1
8
1
,
4
7
3

2
4
8
,
0
8
1

1
9
8
,
3
6
1

2
5
,
3
1
8

1
6
,
8
8
8

1
1
.
4
%

9
.
3
%

8
1
,
4
9
7
,
3
2
4

6
4
,
4
4
2
,
4
0
5

8
2
,
8
3
6
,
5
7
8

6
5
,
2
0
9
,
0
4
0

1
,
3
3
9
,
2
5
4

7
6
6
,
6
3
5

1
.
6
%

1
.
2
%

※
給
与

費
は
全
額
総
務
課
で
計
上

総
務
課

教
育
施

設
課

学
校
企

画
課

教
育
指

導
課

特
別
支

援
教
育
課

保
健
体

育
課

社
会
教

育
課

人
権
同

和
教
育
課

文
化
財

課

福
利
課

合
計

令
和

６
年

度
当

初
予

算
案

の
概

要
に

つ
い

て
（

教
育

委
員

会
）

課
　
　
　
名

令
和

５
年

度
当

初
予

算
額

増
減

額
増

減
率

令
和

６
年

度
当

初
予

算
額

（
単
位
：
千
円
）

総
務

委
員

会
資

料
令

和
６

年
３

月
７

日
･
８

日
教

育
委

員
会

教
育

庁
総

務
課
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２
．

債
務

負
担

行
為

（
単

位
：

千
円

）

№
事

　
　

　
項

期
　

　
間

限
度

額
課

名

1
浜

田
養

護
学

校
整

備
事

業
費

令
和

７
年

度
1
1
2
,
9
7
2

教
育

施
設

課

2
浜

田
養

護
学

校
整

備
事

業
費

令
和

６
年

度
～

令
和

７
年

度
1
8
6
,
6
9
4

教
育

施
設

課

3
浜

田
養

護
学

校
整

備
事

業
費

令
和

６
年

度
～

令
和

1
0
年

度
1
9
8
,
7
9
2

教
育

施
設

課

4
実

習
船

管
理

運
営

費
令

和
６

年
度

～
令

和
７

年
度

1
3
0
,
2
3
7

学
校

企
画

課

5
実

習
船

管
理

運
営

費
令

和
７

年
度

～
令

和
1
6
年

度
2
0
,
1
1
9

学
校

企
画

課

6
未

来
の

創
り

手
育

成
事

業
費

令
和

６
年

度
～

令
和

７
年

度
1
4
9
,
8
2
0

教
育

指
導

課

7
青

少
年

の
家

改
修

事
業

費
令

和
７

年
度

2
1
2
,
5
2
2

社
会

教
育

課

8
古

代
出

雲
歴

史
博

物
館

管
理

運
営

事
業

費
令

和
７

年
度

1
4
3
,
1
1
2

文
化

財
課

9
古

代
出

雲
歴

史
博

物
館

管
理

運
営

事
業

費
令

和
７

年
度

～
令

和
８

年
度

1
4
2
,
2
2
3

文
化

財
課
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（
単

位
：

千
円
）

国
庫

使
・
手

寄
・
分

県
債

そ
の
他

一
般

財
源

6
9
,
7
3
7
,
2
0
6

6
9
,
8
0
6
,
3
0
5

6
9
,
0
9
9
1
1
,
8
9
4
,
3
8
6

1
,
2
0
9
,
5
2
5

0
0

2
6
4
,
7
1
2
5
6
,
4
3
7
,
6
8
2

1
一

般
職

給
与

費
［

給
与

費
］

6
3
,
7
6
2
,
8
2
1

6
4
,
1
5
7
,
8
4
8

3
9
5
,
0
2
7

2
職

員
退

職
手

当
［

給
与

費
］

5
,
8
0
3
,
7
7
7

5
,
4
5
1
,
8
7
1

△
 
3
5
1
,
9
0
6

3
特

別
職

給
与

・
委

員
報

酬
［

給
与

費
］

2
5
,
5
1
0

2
5
,
5
9
3

8
3

4
教

育
委

員
会

開
催

事
務
費

2
,
1
8
1

2
,
1
8
1

0
教

育
委

員
会

会
議

に
要

す
る

経
費

5
島

根
県

総
合

教
育

審
議

会
開

催
事

務
費

6
3
1

1
,
7
0
3

1
,
0
7
2
島

根
県

総
合

教
育

審
議

会
の

開
催

に
要

す
る

経
費

6
し

ま
ね

教
育

の
日

推
進

事
務
費

1
,
5
8
0

1
,
5
8
0

0
し

ま
ね

教
育

の
日

啓
発

に
要

す
る

経
費

7
教

職
員

総
務
費

2
3
,
1
7
8

2
1
,
1
7
8

△
 
2
,
0
0
0

8
教

育
事

務
所

管
理

運
営
費

2
7
,
2
4
7

3
1
,
6
0
9

4
,
3
6
2
教

育
事

務
所

の
管

理
運

営
に

要
す

る
経

費
 
 
■

主
要

事
業

の
概
要

9
教

育
庁

管
理

運
営
費

6
1
,
9
1
9

8
1
,
1
3
3

1
9
,
2
1
4
教

育
庁

の
管

理
運

営
に

要
す

る
経

費
 
 
■

主
要

事
業

の
概
要

1
0
教

育
委

員
会

人
事

管
理
費

1
1
,
5
9
5

1
4
,
0
9
5

2
,
5
0
0
教

育
委

員
会

の
職

員
の

育
休

・
私

傷
病

休
暇

等
補

充
職

員
に

要
す

る
経
費

1
1
教

育
総

務
諸
費

1
6
,
7
6
7

1
7
,
5
1
4

7
4
7
行

政
事

務
費

一
般

職
員
 
7
3
1
人

、
教

育
公

務
員
 
7
,
6
4
5
人

一
般

職
員

　
4
5
人

、
教

育
公

務
員

　
4
0
6
人

、
特

別
職

　
1
人

教
育

長
、

教
育

委
員
5
人

課
別

事
業

別
一

覧

（
１
）

総
務
課
事
業
別
一
覧

事
業
名
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主要事業の概要（総務課関係） 

 

１ 教育事務所管理運営費（ワークセンター事業）     当初予算額 68,525 千円 

２ 教育庁管理運営費（    〃    ）         （１、２合計） 

 

・ 障がい者雇用を推進し、法律により義務付けられている障がい者雇用率の達成を図る

ため、障がいのある者を会計年度任用職員として任用 

 

⑴ 教育庁本庁・教育事務所等における障がい者の任用、支援員の配置（増員） 

 

⑵ 障がい者活躍推進員の配置 

 

⑶ 教育庁本庁ワークセンター執務室（分室）の継続活用 

 

・ 特別支援学校に設置するワークセンターについては、特別支援教育課で予算計上 

 

 

 

 

【参考】近年の障がい者雇用率の状況（毎年度６月１日現在の数値を国へ報告） 

（単位：人、％）   

年度 
法定雇用障がい者数の算

定の基礎となる職員数 
障がい者数 実雇用率 不足数 法定雇用率 

Ｒ３年度 6,618.0 158.0 2.39 7.0 2.50 

Ｒ４年度 6,612.0 162.0 2.45 3.0 2.50 

Ｒ５年度 6,618.5 164.0 2.48 1.0 2.50 

・ 職員数等は、障がいの程度や勤務時間に基づく換算により算出することとされて

いるため、実人数とは異なる 

・ 令和５年 11 月１日現在においては、障がい者の数 167.0 人、実雇用率 2.51％、

不足数 0.0 人（法定雇用率を達成） 
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(1) 歳入

(2) 歳出

（単位：千円）

713 5,700

【小中学校(私立含む)】被災児童生徒就学支援事業

・　経済的理由により就学援助が必要と認められる世帯に対
　する支援
　【対象経費】
　　学用品、通学費、給食費、(医療費)など

890 6,270

【高等学校(私立含む)】奨学金事業(震災対応)

・　被災により県立高等学校等へ転入した生徒のうち、修学
　困難と認められる者に対する奨学資金の貸与
　【実施主体】
　　(公財)島根県育英会

【高等学校(公立)】被災児童生徒就学支援事業

・　被災により県立高等学校へ転入した生徒等を対象に、就
　学に必要な経費を補助
　【対象経費】
　　教科書、学用品、寝具、日用品、食費、ＰＴＡ会費、学
　　校徴収金等

【特別支援(幼小中高)】特別支援教育就学奨励事業

・　被災により県内特別支援学校へ転入した生徒等を対象
　に、就学に必要な経費を補助
　【対象経費】
　　教科書、学用品、寝具、日用品、食費、ＰＴＡ会費、学
　　校徴収金等

【県内公立学校(小中高特支)】スクールカウンセラー

・　被災により県内公立学校へ転入した児童生徒等へのカウ
　ンセリング

1,603 11,970

教育指導課

合計

387 2,250
特別支援
教育課

学校企画課

503 4,020 学校企画課

②県事業

能登半島地震に係る被災児童・生徒への支援

事業内容
R5

予備費
R6

当初予算
所管課

①市町村への補助事業（県10/10）

・　県立高校受検料（入学検定料（800円）、学力検査料（1,400円））及び入学料（5,650円）の免除
　（知事専決による債権放棄）［学校企画課・教育指導課］

713 5,700 学校企画課

既定予算 通常予算

既定予算 通常予算
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社会教育主事、指導主事の派遣制度の見直し 

 

１．制度概要 

 

⑴ 派遣社会教育主事 

① 果たしてきた役割 

・ 県事業との関連を図りながら市町村社会教育行政、生涯学習振興行政に関す

る事務に従事し、特に次の事項に重点を置いてきた 

 ⅰ 学校・家庭・地域が一体となった魅力ある教育環境の実現 

 ⅱ 地域を担う人づくりの推進 

・ 主な県事業としての「結集！しまねの子育て協働プロジェクト事業」、「ふる

さと教育」、「ふるさと人づくり推進事業」など、市町村任用の社会教育主事と

ともに、学校・家庭・地域の円滑な関係づくりに寄与してきた 

・ 一方で、令和２年度から新設された社会教育士が、各市町村、公民館等の社

会教育施設や地域において、社会教育主事と連携・協働しながら、役割を果た

している状況も出てきている 

② 制度変遷 

S49～ 派遣社会教育主事給与費補助制度（国 1/2 負担） 

H10～ 国庫補助制度の一般財源化 

H11～ 地域教育コーディネーター制度（市町村 1/2 負担） 

H21～ 派遣社会教育主事制度（市 1/2、町村 1/4 負担） 

③ 派遣人数 

・ R5 年度派遣人数：23 名（18 市町村、再任用 7名含む、複数派遣 5市） 

 

⑵ 派遣指導主事 

① 果たしてきた役割 

・ 市町村教育委員会の権限強化等を目的に、H22 年度に創設 

・ 市町村の教育課題が複雑化している中、「学力向上」、「生徒指導」、「特別支

援教育」の各分野において、教育行政の中核的な役割を担っている 

② 制度変遷 

H22～ 派遣指導主事制度開始（市 1/2、町村 1/4 負担） 

③ 派遣人数 

・ R5 年度派遣人数：34 名（19 市町村、再任用 9名含む、複数派遣８市） 
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２．考え方 

 

・ 近年、教育現場の課題は多岐にわたり、かつ複雑化する中で、これらに対応する

市町村への県の財政支援は増加してきている 

・ 一方、本県の様な派遣制度は他県等において、必ずしも設けられていないなど、

他県等と比較して手厚いものとなっている 

・ 教員の欠員が生じている学校現場の状況を踏まえ、県教育委員会事務局の指導主

事の配置見直しを行った上で、各市町村教育委員会からも教員を学校現場に戻して

いく必要がある 

・ 市町村教育行政において、最優先課題である「働き方改革」「教員確保策」をはじ

め、教育課題への対応のため、負担率・派遣人数について一定のスクラップ＆ビル

ドを実施したうえで、市町村への派遣制度による支援を継続する 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．見直し内容 

 

⑴ 市町村の負担率について 

・ 令和６年度から、市 1/2→2/3、町村 1/4→1/2 と変更 

 

⑵ 市町村への派遣上限人数について 

・ 令和７年度から、派遣社会教育主事２名→１名、派遣指導主事３名→２名 と

変更 
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主要事業の概要（教育施設課関係） 

 

 

１ 特別支援学校校舎等整備事業         ２月補正額  128,060 千円 

                      当初予算額  167,826 千円 

 

・ 児童生徒数増加に伴う教室不足、校舎の老朽化・狭隘化の解消等のため、必要な

施設整備を実施 

 

⑴ 浜田養護学校の校舎等整備（当初予算額：167,826 千円） 

校舎面積が国の定める特別支援学校設置基準を満たしておらず、今後も児童生徒

数の増加による教室不足が見込まれるため、老朽化・狭隘化した高等部棟の改築等

を実施 

【事業期間】Ｒ５～10 

【総事業費】約 38.0 億円 

【Ｒ６事業内容】基本設計・実施設計、仮設校舎整備等 

 

⑵ 出雲養護学校雲南分教室の運動場整備（２月補正予算額：128,060 千円） 

運動場未整備の雲南分教室では、体育の授業等の際に、徒歩圏外の施設までスク

ールバスで移動していることから、教育環境の充実のため、隣接する市有地に運動

場を整備 

【事業期間】Ｒ５～６ 

【総事業費】約 1.4 億円 

【Ｒ６事業内容】整備工事 

 

 

 

２ 産業教育設備整備事業            当初予算額  153,142 千円 

 

・ 技術革新や産業構造の変化等に対応できる優れた人材を育成するため、専門高

校の産業教育設備の整備等を実施 

 

⑴ 情報教育機器及び先端技術実習機器の整備や、老朽化した機器の更新 
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主要事業の概要（学校企画課関係） 

 

１ 児童・生徒へのサポート事業 当初予算額 574,355 千円 

 

・ 学校の抱える様々な課題にきめ細かく対応するため、非常勤講師を配置 

⑴ にこにこサポート事業 

① 通常の学級に特別な支援を要する児童が在籍し、特に対応が困難な小学校に非

常勤講師を配置 

［Ｒ６予定］100 人（Ｒ５：100 人） 

② 小・中学校の特別支援学級のうち多人数の学級に非常勤講師を配置 

［Ｒ６予定］57 人（Ｒ５：53 人） 

⑵ 中学校クラスサポート事業 

不登校や問題行動が急増する中学校１年生を対象に、学習面・生活指導面からき

め細かい支援を行うため、大規模校に非常勤講師を配置 

［Ｒ６予定］29 人（Ｒ５：29 人） 

⑶ 学びいきいきサポート事業 

不登校傾向の生徒に対し、自学教室等を設置して個別指導を行う中学校に非常勤

講師を配置 

［Ｒ６予定］30 人（Ｒ５：30 人） 

※ ⑴①、⑵及び⑶については、複数校の兼務を可能とし、各地域・学校の実情に応

じた柔軟な配置を可能とする。 

 

２ 教員確保及び働き方改革の推進          ２月補正額  17,100 千円

当初予算額 828,723 千円 

 

⑴ 教員確保のための募集広報等【拡充】（当初予算額：31,717 千円） 

深刻な教員不足に対応するため、様々な手法を活用した教員の仕事の魅力発信や、

県内大学・高校と連携した教員志望者増加に向けた取組、若手教員の定着促進等に

向けたサポート体制の強化等を実施 

〔取組例〕（別紙 Ｒ６教員確保のための募集広報等施策一覧） 

・ 高校生対象の教員志望セミナー（教師塾） 

・ 大学１・２年生を対象とした学校体験活動 

・ 新規採用予定者を対象とした採用前研修の拡充（現場実習の導入） 

・ 潜在教員（他業種就職者）へのアプローチ 

・ 民間企業等と連携した広報活動の強化 
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⑵ 教員を支えるサポート人材の配置【拡充】（当初予算額：427,571 千円） 

① スクール・サポート・スタッフ配置事業【拡充】 

公立小中学校の教員が行う事務作業等を代わって行うスクール・サポート・スタ

ッフを配置する市町村に対し助成（国 1/3、県 2/3） 

［Ｒ６予定］小学校 196 人、中学校 92 人（小・中学校とも全校配置） 

（Ｒ５：小学校 78 人、中学校 38 人） 

② 県立学校アシスタント配置事業 

県立学校の教員が行う事務作業等を代わって行う学校アシスタントを配置 

［Ｒ６予定］県立学校 69 人（Ｒ５：78 人） 

③ 学習指導員配置事業 

感染症に伴う学級閉鎖等により、学びの遅れが生じた場合などに対応するため、

個別指導や補習指導等をサポートする学習指導員を配置する市町村に対し助成（国

1/3、県 2/3） 

［Ｒ６予定］ 小・中学校 19 人（Ｒ５：19 人） 

(※)県立学校については、Ｒ５から上記②の学校アシスタントに統合 

⑶ 学校内における業務改善の推進【拡充】（当初予算額：26,680 千円） 

① 重点モデル校における研究実践 

② 学校内で業務改善を推進するリーダーの養成及びステップアップ 

③ デジタル採点システムの導入【拡充】 

④ スクールロイヤーの配置 

⑤ 教員サポーターの配置 

⑷ 県立高校の寄宿舎における外部舎監配置（当初予算額：328,513 千円） 

県立高校寄宿舎及び「みなし寄宿舎」（※）に外部舎監を配置し、教員に代わって

宿日直業務を実施 

［Ｒ６予定］計 25 校 

(※)市町村が整備した公共的施設を県立高校生の寄宿舎として活用 

⑸ 緊急校務支援員配置事業（当初予算額：31,342 千円） 

公立小中学校において、県が配置すべき常勤の教員に未配置が発生した場合に、

教員の校務負担を軽減するため、緊急校務支援員を任用する市町村に対して、その

経費を支援 県 10/10 

 

３ 高校生の住まい確保支援 当初予算額 71,709千円 

 

・ 市町村が主体となって行う高校生の住まい確保の取組に対して、運営費を補助 

 

⑴ 市町村交流施設利用寄宿舎運営費補助金（みなし寄宿舎補助金）【拡充】 

-24-



市町村が整備した公共的施設で、県立寄宿舎と同等の基準を満たすものを県立高

校生の寄宿舎として活用する場合 

⑵ 共同下宿運営費補助金【拡充】 

古民家等の地域資源を県立高校生の共同下宿として活用する場合 

 
 
４ 普通科改革支援事業 当初予算額 11,200千円 

 

・ 普通科改革に係る制度改正に伴う、新学科設置校及び新学科の設置に向けて研究

する予定の高校の取組を推進する。（国 10/10） 

⑴ 事業内容 

① コーディネーターの配置 

② 運営指導委員会の開催 

③ 新カリキュラム開発・研究 

④ 先進校視察や教員研修会 

⑤ 学科転換の周知・広報のパンフレット作成など 

⑵ 県内の対象予定校 

隠岐島前高校（Ｒ４年度「地域共創科」設置）ほか 

支援対象施設 

⑴ みなし寄宿舎 ⑵ 共同下宿 

市町村が整備した公共的施設 
市町村が古民家等の地域資源を活

用して整備した共同下宿 

施設の機能 県立寄宿舎と同等 県立寄宿舎に準ずる（柔軟に判断） 

生徒の安全管理

及び指導責任者 
県(学校)（県任用の舎監等） 市町村（市町村任用の管理人等） 

収容人数 10～50 名程度 10～15 名程度 

県の補助 

県が算定した標準的運営経費の 

10/10 

県が算定した標準的運営経費の 

1/2 を上限 

１施設あたり 

約 4,500 千円～7,500 千円 

１施設あたり 

約 1,000 千円～6,700 千円 

現在の対象施設 

※（ ）は高校名 

奥出雲町（横田）   １ 

川本町（島根中央）  ２ 

邑南町（矢上）    ３ 

津和野町（津和野）  １ 

吉賀町（吉賀）    ２ 

隠岐の島町（隠岐水産）１【新】 

浜田市（浜田・浜田商業・浜田水産） 

            １【新】 

安来市（情報科学）   １ 

雲南市（大東）     １【新】 

隠岐の島町（隠岐水産） １ 
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主たる
ターゲット

項目 事業内容
予算額
(千円)

教員志望セミナー
（教師塾）

県内大学の協力を得て、教職に関心を持つ高校生を
対象とした教員志望セミナー（教師塾）を実施
Ｒ５：６校（松江東、大社、大田、浜田、益田、
　　　　　　隠岐）
Ｒ６：６校を想定

「教員の仕事ハンド
ブック」の作成

教員の仕事を分かりやすく解説したハンドブックを
作成し、県内の高校等に配布

教育学部生の教員志
望者増

・県内大学１、２年生を対象としたインターンシッ
　プ（学校職場体験）
・IPU環太平洋大学の１、２年生を対象にしたセミ
　ナーや実習

専門教科に関する人
材確保

高校専門教科（工業・水産・農業など）等の免許が
取得できる大学へのリクルート活動

事前研修

・正規採用者がスムーズに学校勤務を始められる
　よう、基礎的な内容を中心とした採用前研修を
　実施
・講師を対象とした任用前研修を実施

採用後のサポート
島根大学等と連携し、若手教員が気軽に悩みなどを
相談できるサポートセンターを運営

他県教員のＵター
ン・Ｉターン促進

（公財）ふるさと島根定住財団が実施するイベント
への出展等

潜在教員の発掘
他業種からの転職

・潜在教員（教職についていない教員免許保有者）
　を発掘するため、教員の業務内容等を説明する
　プレティーチャーセミナーを開催
・転職サイトへの情報掲載
・教員採用試験を受験せず、他業種へ就職した若年
　層を新たなターゲットとして教員採用試験の特例
　措置（加点）を創設し、積極的に広報
・特別免許状による採用の拡大

インターネット広告
等

・ＳＮＳよるターゲティング広告
・民間就活サイトへの情報掲載
・民間企業等と連携した広報活動の実施

講師確保対策 ・講師登録案内業務の民間委託

31,717計

Ｒ６　教員確保のための募集広報等　施策一覧

高校生

教員 1,804

大学生

5,184

24,729
その他
・全般
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少人数学級編制について 

 

１ 小学１・２年及び中学１年 

・ 令和２年度の見直し方針に基づき、学級編制を実施（学校の実態等を踏まえ、

「少人数学級編制代替支援事業（※）」により常勤講師又は非常勤講師を配置する

ことも可能） 

小学１年 30 人学級編制  

小学２年 32 人学級編制  

中学１年 35 人学級編制 

（※）少人数学級編制の対象となり、市町村教育委員会が学級分割を行わない場

合には常勤１名又は非常勤２名を配置 

２ 小学３・４・５年 

 ・ 国制度に基づき、35 人学級編制を実施 

３ 小学６年 

・ 国制度改正を踏まえた対応として、県独自に 35 人学級編制を実施 

４ 中学２・３年 

・ 令和２年度の見直し方針に基づき、学級編制を実施 

中学２・３年 38 人学級編制 

 【少人数学級編制基準 （ ）は国の学級編制の基準】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑴ 少人数学級編制等に伴う加配教員数 74 人 

⑵ 課題解決・制度改正対応加配教員数 40 人 

 ・ 不登校支援、生徒指導の充実 

 ・ 学校課題解決のための先進的取組の推進 

 ・ 人材育成及び支援 

 （※）国の 35 人学級編制実施に伴い、国加配が減じられた場合には、別途、県

独自の加配による補充を検討 

年度 小１ 小２ 小３ 小４ 小５ 小６ 中１ 中２ 中３

30 30 35 35 35 35 35 35 35

(35) (35) (40) (40) (40) (40) (40) (40) (40)

30 32 35 35 35 35 35 35 38

(35) (35) (40) (40) (40) (40) (40) (40) (40)

30 32 35 35 35 35 35 38 38

(35) (35) (35) (40) (40) (40) (40) (40) (40)

30 32 35 35 35 35 35 38 38

(35) (35) (35) (35) (40) (40) (40) (40) (40)

30 32 35 35 35 35 35 38 38

(35) (35) (35) (35) (35) (40) (40) (40) (40)

30 32 35 35 35 35 35 38 38

(35) (35) (35) (35) (35) (35) (40) (40) (40)

R2年度

R3年度

R4年度

R5年度

R6年度

R7年度
～
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主要事業の概要（教育指導課関係） 

 

１ 学力育成推進事業            当初予算額  125,926 千円 

 

・ 児童生徒の基礎的な知識・技能の定着や活用力の伸長を図るため、市町村と連

携し、学力の実態把握や授業の質の向上など、学力育成の取組を推進 

 

⑴ 学力定着状況の把握 

① 小学校５年～中学校２年の児童生徒を対象に学力調査を実施 

② 小学校低学年段階における学習のつまずき等を把握する調査を実施【新規】 

・ 小学生の教科学力の基盤となると考えられる「言葉、語彙」「数、形、量」

「思考力、推論力」等について、主として低学年を対象とした調査を実施 

・ 調査の結果から予想される児童の学習上のつまずきと、支援の具体例を小

学校へ紹介 

・ 自校の児童の実態に応じた組織的な授業改善の取組が推進されるよう、県

が説明会や研修等を実施 

 

⑵ グローバル人材育成に向けた取組 

英語によるコミュニケーションの推進 

 

⑶ 外国語（英語）教育における授業改善 

外国語指導助手の活用 

 

【参考（健康福祉部予算）】 

放課後児童クラブにおける学習習慣の定着支援【新規】 

放課後児童クラブ（以下「クラブ」）において、学習習慣の定着を図るため、

宿題や読書などに集中して取り組める環境を整備する市町村を支援 

① クラブで学習を見守る人材リストの作成及び各市町村への提供（教育委員

会） 

② クラブにおける学習習慣の定着を図る市町村の取組に必要な経費（人件費、

備品等）の一部を助成（健康福祉部） 

③ 国の補助制度と協調し、市町村、社会福祉法人等が行うクラブの施設整備に

おいて、学習環境確保のための整備を行う場合に整備費の一部を助成（健康福

祉部） 

 

２ 未来の創り手育成事業           ２月補正額   212,176 千円  

                      当初予算額  603,336 千円  

 

・ 教育を取り巻く環境が大きく変わる中、各校が主体的で組織的な教育活動を

実践できるよう、授業改善・学力育成の取組を推進 
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 また、地域社会へ貢献できる子どもたちを育成するため、学校図書館やＩＣＴ

機器を活用しながら他者と協働して自分の考えを深める教育を推進 

 

⑴ しまねの高校生学力育成事業（高校）（当初予算額：58,767 千円） 

ア 現状とこれまでの取組 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ 取組の方向性 

これまでの取組により、教育を取り巻く変化に対応できる基盤（計画・人材・

体制等）は整いつつあり、各高校の理解や校内体制はできつつある。 

これらの基盤を生かし、各高校が主体的で組織的な教育実践を行うことが重

要であり、生徒に対して多様な進路選択を示すことができるよう、県内大学の

理系学部と連携した取組を引き続き強化していく。 

ウ 主な取組 

① 学校提案型プロジェクト事業 

全ての県立高校が学科や生徒の適性、地域事情を踏まえ、生徒の進路目標

達成のための学力育成プロジェクトを企画し実施 

② 授業改善リーダー養成 

協調学習に関する研修等を実施し、授業改善のリーダーとなる教員を養成

していく 

③ 教科「情報」の授業支援 

科目「情報Ⅰ」にプログラミングの内容が加わるなど内容の高度化に対応

した学習環境・指導体制の強化 

・ 教科「情報」授業支援ツール導入 

・ 情報専科教員及び非常勤講師の配置 

④ 専門高校生の論理的思考力等の育成【拡充】 

理系分野への興味関心（苦手意識の払拭含む）や学びへの意欲（もっと学

びたい）を喚起し、就職や専修学校への進学だけでなく「大学進学」という

進路選択の幅を広げ、あわせて就職後にも活かせる論理的思考力や客観的に

とらえる力を育むため理数教員を配置 

   [Ｒ６予定] 常勤７人、非常勤２人（Ｒ５：常勤５人、非常勤１人） 

 

 

・　新学習指導要領の開始

・　各高校のグランドデザインを基盤とした授業の展開

・　生徒一人一台端末を活用した授業開始（R6～全学年）

・　高校魅力化コンソーシアムの全校設置

・　大学入試改革

・主幹教諭の配置

・理数教員の配置

　普通科高校

　専門高校
高校の取組

教育を取り巻く変化

・高大連携推進員の配置
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⑵ しまねの学力育成プロジェクト（小中）（当初予算額：10,916 千円） 

① 学力経年変化調査の実施及びプロジェクトチームによる検証 

令和４年度に採択した５市（松江市、出雲市、大田市、安来市、雲南市）の

児童生徒一人ひとりの学力、学習状況を令和６年度までの３年間調査し、有識

者等によるプロジェクトチームの分析を基に効果的な学習のあり方を見出す 

② 外部支援の活用 

理系選択が可能な学力と理系への関心を持つ人材を育てる５市の取組（大学

講師、理科施設、高等学校等の活用）を支援 

 

⑶ 理数教育の充実に向けた取組（当初予算額：2,120 千円） 

① しまね数リンピックの開催（小中） 

② 科学の甲子園ジュニア（県予選）の開催（中） 

③ 科学の甲子園（県予選）の開催（高校） 

 

⑷ 学校図書館の活用（当初予算額：215,892 千円） 

① 学校司書等による学びのサポート事業（小中） 

学校図書館を拠点に児童生徒一人ひとりに寄り添った学びの支援を行う学

びのサポーターまたは学校司書等を配置する市町村を支援 

② 学校図書館活用教育研究事業（小中） 

児童生徒の言語能力、情報活用能力を育成するため、モデル校を指定し研究

を実践 

③ 県立高校図書館活用教育推進事業（高校） 

12 学級未満の県立高校に学校司書（会計年度任用職員）を配置 

[Ｒ６予定] 17 人（Ｒ５：17 人） 

④ 司書教諭養成事業（小中高） 

学校図書館の経営や指導についての専門職である司書教諭資格の取得を支

援 

 

⑸ 県立高校における生徒一人一台端末に対応した環境整備（２月補正予算額：

62,176 千円 当初予算額：307,641 千円） 

① 県立高校における生徒一人一台端末導入支援 

県立高校での個人負担による一人一台端末導入に係る購入経費の一部補助

及び分割購入を可能とする奨学金制度により保護者負担を軽減 

② 生徒一人一台端末に対応した環境整備事業  

教育用ネットワーク環境や主体的・対話的で深い学びの実現に資する協働学

習アプリの導入など生徒一人一台端末を活用した授業に必要な環境を整備 
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③ 島根県ＧＩＧＡスクール運営支援センター整備事業【拡充】 

一人一台端末を活用した教育活動の円滑な運営を支えるための支援センタ

ーを設置し、総合ヘルプデスクの開設、ＩＣＴ支援員の巡回派遣及びネットワ

ークアセスメントを実施 

 

⑹ 各学校・課程・学科の垣根を超える高等学校改革推進事業【新規】（当初予算

額：8,000 千円） 

多様な学習ニーズに対応するための遠隔授業実施にかかる拠点構築及び環

境を整備（国 10/10） 

① 遠隔授業拠点整備（令和６年度） 

② 遠隔授業試行実施（令和６年度） 

③ 遠隔授業実施（令和７年度以降） 

 

 
   

⑺ 高等学校ＤＸ加速化推進事業【新規】（２月補正予算額：150,000 千円） 

デジタル等成長分野を支える人材育成のため、情報、数学、理科等の教育を重

視するカリキュラムの実施やＩＣＴを活用した文理横断的、探究的な学びを強

化する学校の環境整備の経費を支援（国 10/10） 

【学校の取組例】 

① 情報Ⅱや理数（理数探究基礎、理数探究）、数学Ⅱ・Ｂ、数学Ⅲ・Ｃ、物

理、化学、生物、地学の履修推進（遠隔授業の活用を含む） 

② デジタルを活用した文理横断的、探究的な学びの実施 

③ デジタルものづくり等生徒の興味関心を高めるデジタル課外活動促進 

④ 専門高校における大学等と連携したより高度な専門教科指導の実施 
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３ 一人一台端末更新事業【新規】        ２月補正額  451,631 千円  

                        当初予算額   48,095 千円 

 

・ ＧＩＧＡスクール構想の下で整備した義務教育段階の公立学校における一人

一台端末を、更新計画に基づき、原則として共同調達により更新 

・ 初等中等教育段階の公立学校（幼稚園を除く）における視覚や聴覚、身体等に

障がいのある児童生徒の障がいに対応した入出力支援装置を更新（共同調達の

対象外） 

（事業期間：令和６年度～令和 10 年度） 

 

⑴ 県又は市町村が行う一人一台端末等の更新に要する経費に充てるため、「島根

県公立学校情報機器整備事業基金」を造成（２月補正予算額：451,631 千円） 

 

⑵ 更新を迎える一人一台端末の更新（当初予算額：48,095 千円） 

【事業の内容】 

・ 補助上限額１台あたり 36 千円（補助基準額 55 千円×補助率 2/3）を基金

を取り崩して実施 

【実施方法】 

① 基金の造成（県） 

② 共同調達に関する協議会の設置（県） 

③ 共同調達（共通仕様書作成、公告、審査、業者決定）（協議会） 

④ 契約（県、市町村） 

※ 入出力支援装置の更新は共同調達の対象外で、補助率 10/10 

  

-33-



【参考】端末更新計画及び基金計画 

 

 

【参考】共同調達スケジュール 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

【端末更新計画】

R5 R6 R7 R8 R9 R10

766 24,214 30,916 2,509 336

特別支援学校分 0 388 176 0 0

市町村分 766 23,816 30,740 2,509 206

入出力支援装置 0 10 0 0 130

【基金計画】 （単位：千円）

R5 R6 R7 R8 R9 R10

451,631 505,840

特別支援学校分 4,136 10,091

市町村分 425,598 475,740

入出力支援装置 1,897 0

事務費等 20,000 20,009

基金取崩額 0 48,086 908,699 1,133,585 91,995 15,818

特別支援学校分 0 0 14,227 6,453 0 0

市町村分 0 28,086 873,252 1,127,132 91,995 7,553

入出力支援装置 0 0 1,220 0 0 8,265

事務費等 0 20,000 20,000 0 0 0

〔注１〕令和5年5月1日時点の児童生徒数を基に算出（予備機15％を含む）

〔注２〕令和6年度までに令和7年度までの更新経費が国から交付される見込み

区分

基金積立額〔注２〕

　

（単位：台）

区分

更新台数〔注１〕

　

国予算編成がなされていないため、未定

協議会開催 県

共同調達手法検討 協議会

更新計画確定 県・市町村

端末仕様調整 協議会

入札準備・公告 協議会

開札・入札結果通知 協議会

契約・機器調達 県・市町村

納品 事業者

Ｒ７年

９月 10月 11月
対応者項目

Ｒ６年

12月１月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 １月 ２月 ３月７月 ８月
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４ 帰国・外国人児童生徒等教育の推進支援事業 当初予算額  58,484 千円  

 

・ 日本語指導が必要な児童生徒への支援（小中高） 

 

【日本語指導が必要な児童生徒の状況】 

（単位：人） 

年度 Ｈ30 年度 Ｒ元年度 Ｒ２年度 Ｒ３年度 Ｒ４年度 Ｒ５年度 

小学校 133 135 164 133 125 131 

中学校 60 64 71 67 80 76 

高 校 6 5 5 7 7 18 

計 199 204 240 207 212 225 

※ 小学校、中学校には義務教育学校及び特別支援学校小中学部を含み、国立、私立

学校を除く 

※ 高校には特別支援学校高等部を含み、私立学校を除く 

 

⑴ 帰国・外国人児童生徒に対し支援体制を整備する市町村を支援（国補助事業） 

国：１/３、県：１/３、市町村：１/３ 

 

⑵ 日本語指導が必要な小中学校に教員を配置 

［Ｒ６予定］小学校 14 人、中学校８人（Ｒ５：小学校 12 人、中学校８人） 

 

⑶ 県立学校における対応 

① 宍道高校 

・ 日本語指導の非常勤講師  ２人 

・ 母語ができる日本語指導員【拡充】[Ｒ６予定] ４人（Ｒ５：３人） 

 ② 宍道高校以外の県立学校 

  ・ 生徒や教員の負担軽減策として、保護者あて文書翻訳及び保護者面談時の

通訳を外部委託【新規】 

 

⑷ 日本語指導が必要な児童生徒への指導方法の工夫・改善及び指導力の向上を

目的とした研修会を開催 

 

 

 

５ 幼児教育総合推進事業           当初予算額  13,810 千円  

 

・ 県内の幼児教育及び幼小連携・接続の推進のため、市町村の体制構築を県幼児

教育センターが引き続き支援 
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⑴ 幼児教育に関わる研修の充実 

・ 市町村幼児教育アドバイザー研修 

・ 幼児教育振興プログラムに関する研修 

・ 新任教職員研修指導員派遣 

 

⑵ 幼小連携・接続に係る研修等への支援 

・ 研修未実施市町村への働きかけ 

・ 幼小連携・接続の取組の推進 

 

⑶ 幼児教育の質の向上 

・ 市町村担当者・アドバイザー等への指導・助言 

・ 幼児教育施設への市町村担当者による訪問指導に同行・研修支援 

 

 

 

 

【参考】幼児教育センターの体制 

 

 

Ｒ５年度 Ｒ６年度

職種
教育

指導課
子・子
支援課

教育
事務所

計 職種
教育

指導課
子・子
支援課

教育
事務所

計

指導主事等 3 1 4 指導主事等 3 3

幼小連携接続AD 1 1 幼小連携接続AD 1 1

幼児教育AD 2 2 幼児教育AD 0

幼児教育CN 0 幼児教育CN 1 1

事務職員 3 3 事務職員 1 3 4

計 4 3 3 10 計 6 3 0 9
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６ 教育魅力化人づくり推進事業       当初予算額  332,411 千円  

 

・ 学校と地域が協働して取り組む「教育の魅力化」を支援 

 

⑴ 学校と地域の協働体制（高校魅力化コンソーシアム）の運営を支援（当初予算

額：45,000 千円） 

① 運営に係る経費を支援 

② 運営マネージャーの配置費を支援 

 

⑵ 地域資源を活用した特色ある教育の推進（当初予算額：139,975 千円） 

① 学校と地域の協働による探究学習や、大学・企業等と連携した取組を支援 

② 地方創生に資する先駆的な取組を支援 

 

⑶ 県立高校の魅力化の推進等（当初予算額：110,445 千円） 

① 魅力化コーディネーター等の養成・育成を目的とした研修会等を実施 

② 各高校のグランドデザインの実現に向けたＰＤＣＡ研修を充実 

③ 各高校が行う県外生徒募集の取組を支援 

④ 萩・石見空港を利用した中山間地域の高校をめぐるバスツアーの参加者に

航空券代の一部を助成 

（Ｒ６実施校：大田高校・矢上高校・江津高校・江津工業高校・津和野高校） 

 

⑷ 高大連携の推進（当初予算額：36,991 千円） 

① 県内大学等との高大連携や入試改革に適応した学力の底上げなどの取組を

推進するため、教科・分掌の垣根を越えてリードできる管理的職階にある主幹

教諭を全ての普通科高校（21 校）に配置 [Ｒ６予定] 21 人（Ｒ５：21 人） 

② 島根大学の材料エネルギー学部といった理系学部をはじめ、県内大学の各

学部がどのような学びを行っているかについて、生徒の理解・関心を深めるた

め、県内大学のキャンパスが所在する松江、出雲、浜田に高大連携推進員を配

置 [Ｒ６予定] ４人（Ｒ５：４人） 

 

 

 

 

７ 悩みの相談・不登校対策事業       ２月補正額    15,000 千円 

                      当初予算額    296,680 千円 

 

・ いじめ、不登校等の課題に対し、未然防止や早期発見・対応の取組を推進 
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⑴ 悩みの相談事業（当初予算額：251,166 千円） 

① スクールカウンセラー配置 

② スクールソーシャルワーカー活用 

③ 子どもと親の相談員配置 

④ 教育相談員の配置 

⑤ いじめ、不登校等に関する相談窓口の設置（電話等） 

⑥ 生徒が気軽に相談できるＳＮＳによる相談窓口の設置 

⑦ 「こころ・発達」教育相談の設置 

 

⑵ 生徒指導体制充実強化事業（当初予算額：18,261 千円） 

① 児童生徒の意欲や満足感及び学級集団の状態を客観的に把握するアンケー

トＱＵをいじめの未然防止、早期発見等に活用 

② 弁護士、臨床心理士等の外部人材をアドバイザーとして学校等に派遣 

③ 「島根県生徒指導審議会」、「島根県いじめ問題対策連絡協議会（学校、ＰＴ

Ａ、福祉、警察等の関係団体が構成機関として参画）」の開催 

 

⑶ 不登校対策推進事業（２月補正予算額：15,000 千円 当初予算額：27,253 千

円） 

① 市町村が設置する教育支援センターへの支援 

不登校児童生徒に対する学習支援や社会的自立への支援を行う教育支援セ

ンターの運営等を支援（10 市町 12 施設） 

【参考】教育支援センター一覧 

所 管 名 称 

松江市教育委員会 青少年相談室「ふれあい教室」 

浜田市教育委員会 山びこ学級 

出雲市教育委員会 

すずらん教室 

光人塾 

コスモス教室 

益田市教育委員会 子ども若者支援センター「ふれあい学級」 

大田市教育委員会 大田あすなろ教室 

安来市教育委員会 あすなろ 

江津市教育委員会 あおぞら学園 

雲南市教育委員会 おんせんキャンパス 

邑南町教育委員会 たけのこ学級 

隠岐の島町教育委員会 スマイル 
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② 教育支援センター総合的拠点機能形成【新規】 

市町村が設置する教育支援センターにおいて、不登校児童生徒への支援に係

る地域の総合的な拠点となるためのモデル構築を行う場合に、国委託事業によ

り実施（国 10/10） 

③ 連絡調整員の活用 

中学校卒業者や高校中退者等でひきこもり等が懸念される者に対する支援 

④ 居場所・絆のある学校づくり研修の実施 

⑤ 市町村教育委員会やフリースクール等と意見交換を行う協議会を設置 

【新規】 

学校とフリースクール等は、不登校児童生徒の社会的自立を支援するという

共通の目標を有していることや、不登校児童生徒個々に応じた多様な支援が求

められていることから、協議会を設置し意見交換を実施 
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主要事業の概要（特別支援教育課関係） 

 

１ インクルーシブ教育システム構築事業      当初予算額  42,301 千円 

 

・ 全ての学びの場で特別支援教育を充実させることで、障がいのある子どもの自立

と社会参加を促進するとともに、地域を支える人材を育成 

 

⑴ 発達障がいの可能性のある子どもへの支援事業 

・ 特別支援学校の教員などの専門性を活用し、小中学校等への相談・支援を強化 

 

⑵ 高等学校特別支援教育充実事業 

① 県立高校において、自校通級４校、５圏域で拠点校５校の巡回による通級の指

導に加え、ろう学校２校の巡回による難聴通級を実施し、全ての県立高校におい

て通級による指導が可能になる体制を整備 

【通級実施校】 
自校通級 松江農林高校・宍道高校・三刀屋高校掛合分校・邇摩高校 
拠点校 松江北高校・出雲高校・浜田高校･益田高校･隠岐高校 
難聴通級 松江ろう学校・浜田ろう学校 

② 合理的配慮アドバイザーを県教育委員会に配置 

 

⑶ 切れ目ない支援体制整備事業 

・ 関係機関と連携し、個別の教育支援計画の作成などによる引継ぎ体制を充実 

 

⑷ 特別支援学校機能向上事業 

・ 安全で安心な医療的ケア実施に向けた学校看護師の配置等の体制を整備 

 

⑸ 特別支援学校と地域の連携強化事業 

・ 地域活動やスポーツ文化活動を通じて、教育活動を地域に広げる取組を実施 

 

２ 特別支援学校職業教育・就業支援事業      当初予算額  14,196 千円 

 

・ 特別支援学校高等部において、生徒の希望や適性に応じた進路先の確保や就職後

の定着、技能向上に向けた取組を推進 

 

⑴ 進路指導の充実 

・ 特別支援学校に非常勤講師を配置し、進路指導に必要な時間を確保することで、

在校生の職場体験受入先の開拓や卒業生のアフターケアなどを実施 

 

⑵ 技能の向上 

・ 合同学習や学習成果の発表を通して、生徒の意欲や職業スキルの向上を促進 
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３ 特別支援学校の通学支援の拡充         当初予算額  40,200 千円 

 

・ 通学を要因とした保護者の負担を軽減するため、必要な環境を整備 

 

⑴ スクールバスの増便【拡充】 

・ スクールバスの路線を増便し、利便性を向上することにより、登校に係る保護

者の負担軽減を図る。 

【運行状況】（路線図は「特別支援学校のスクールバス運行状況等」のとおり） 

 

※ No.６は利用者ニーズを確認した上で出発地を決定 

 

⑵ 朝の預かり機能の確保【拡充】 

・ 学校の始業前に幼児児童生徒を学校等に預けることができる環境を整備するこ

とにより、保護者の負担軽減を図る。 

【実施予定校】 

［Ｒ５～］松江養護学校、益田養護学校 

［Ｒ６～］出雲養護学校、浜田養護学校 

 

No 出発地 到着地 ～Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６

既
存

各地
各特別支援学校

(13便）

1
松江市

（橋北エリア）
松江養護学校

2 安来市 松江養護学校

3 雲南市 松江養護学校 ７月

4 雲南市 出雲養護学校

5
大田市

【拡充】
江津清和養護学校

6
浜田市旭町
【拡充】

浜田養護学校

コロナ増便
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主要事業の概要（保健体育課関係） 

 
１ 子どもの体力向上支援事業・学校体育指導力向上事業 当初予算額 6,315 千円 
 

 

・ 学校・地域において、子どもの体力向上を目指した取組を推進 

 

⑴ 未就学児の体力向上推進事業 

幼児期の運動に関する研修や専門指導者の派遣を行い、日常の保育等で、未就学

児の成長に応じた効果的な運動遊びを実践できるよう指導者の資質向上を推進 

 

① 幼・保・小の教職員等を対象とした運動・体力向上のための指導者研修 

② 幼稚園・保育所等に専門指導者を派遣し、教員・保育士の指導力向上を推進 

 

⑵ 体力向上のための調査研究事業 

児童生徒の体力調査の結果を分析して「しまねっ子！元気アップ・レポート」を

作成し、学校・地域での体力向上を推進 

 

⑶ 令和の日本型学校体育構築支援事業 

武道等の指導の充実を図るため、多様な武道種目に触れる保健体育の授業等を行

う中学校をモデル校に指定し、教員の指導力向上を図る実践研究を実施 

 
２ 食育推進事業 当初予算額 3,139 千円 
 

 

・ 食育を通じて次代を担う子どもの望ましい食習慣の形成等を推進 

 

⑴ 食の学習ノート（食育教材）活用事業 

食育用副教材「食の学習ノート」（小中高校版）を作成 

 

⑵ 栄養教諭を対象とした研修 

栄養教諭の資質向上のための研修会を実施 

 

⑶ 高校生を対象とした啓発の取組 

朝食欠食など課題の多い高校生を対象に「みそ汁コンテスト」を実施 

 

３ 健康教育推進事業・子どもの健康づくり事業 当初予算額 5,531 千円 
 

 

・ 子どもたちの心身ともに健やかな成長を目指して、学校保健活動を推進 
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⑴ しまねっ子元気プラン策定事業 

児童生徒等及び職員の心身の健康の保持を図るため、「学校保健計画」の指針とな

る「しまねっ子元気プラン―第３次―」について、令和６年度にこれまでの取組の

評価を行い、新たな「しまねっ子元気プラン―第４次―」を策定・発行 

 

⑵ 専門家・専門医による指導事業 

性に関する問題やスマートフォン等のメディア接触の長時間化による生活習慣

の乱れなどの健康課題に対応するため、学校へ専門家・専門医を派遣 

 

４ インターハイ実施競技支援事業 当初予算額 79,326千円 
 

 

・ 令和７年度全国高等学校総合体育大会（中国ブロック開催）の開催準備や選手強

化を実施 

 

⑴ 県実行委員会の設置 

 

⑵ 市町実行委員会の設置 

 

⑶ 競技備品の整備 

 

⑷ 高校生の選手強化 等 

 

５ 部活動改革支援事業 ２月補正額 14,750 千円 

当初予算額 97,989 千円 
 
 

・ 将来にわたり子どもたちがスポーツ・文化芸術に継続して親しむことができる機

会を確保するとともに、新たな地域人材の活用等により、部活動における教員の働

き方改革等を推進（保健体育課・社会教育課で予算計上） 

 

⑴ 部活動地域人材活用支援事業（当初予算額：97,989 千円） 

教員に代わって専門的な指導を行う部活動指導員等を県立学校に配置するとと

もに、公立中学校に配置する市町村を支援 

 

・ 教員に代わって指導が出来る指導者を増やすため、単独で指導（単独での引率

も可能）を行い、将来的に部活動指導員への移行を想定する「地域連携指導員」

の区分を新設 

開催競技種目 会場地市町

バレーボール（男子） 松江市

体操（体操競技） 浜田市

なぎなた 出雲市

フェンシング 安来市

レスリング 雲南市

カヌー 美郷町

-46-



・ より広域から多くの地域指導者を確保するため、謝金に交通費相当額の一部を

加算 

・ 円滑な部活動の地域移行が可能となるよう、地域指導者の謝金支払先に団体を

追加 

 

①部活動指導員 

県立学校 ［Ｒ６予定］85 人（Ｒ５：60 人） 県 10/10 

中学校  ［Ｒ６予定］50 人（Ｒ５：27 人） 国 1/3、県 1/3、市町村 1/3 

②地域連携指導員【新規】 

県立学校 ［Ｒ６予定］20 人（Ｒ５： - ） 県 10/10 

中学校  ［Ｒ６予定］25 人（Ｒ５： - ） 県 2/3、市町村 1/3 

③地域指導者 

県立学校 ［Ｒ６予定］170 人（Ｒ５：190 人） 県 10/10 

中学校  ［Ｒ６予定］230 人（Ｒ５：256 人） 県 2/3、市町村 1/3 
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⑵ 地域クラブ活動への移行に向けた実証事業（２月補正予算額：14,750 千円） 

各市町村の地域スポーツ・文化芸術活動の推進体制等の下で、コーディネーター

の配置を含む運営団体・実施主体等の体制整備、指導者の確保、参加費用負担への

支援等に関する実証事業を実施（国 10/10） 
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主要事業の概要（社会教育課関係） 

 

１ ふるさと人づくり推進事業           当初予算額   8,537 千円 

 

・ 島根の次の世代を担う「人材育成」「人の還流づくり」に取り組む市町村を支援 

 

⑴ つながりづくり「ふるさと活動」実践事業 

※ふるさと活動：子どもたちが地域の大人たちに支えられながら、地域の資源（ひ

と・もの・こと）を活かし、地域で自発的・主体的に行う活動 

① 子どもたちが行う「ふるさと活動」を支えたり、大学生等が地域とつながり続

けることができる環境づくりに取り組む市町村を支援 

・ 新規：［補助率］1/2 ［上限額］500 千円 

・ 継続：［補助率］1/3 ［上限額］333 千円 

② 活動の好事例を波及させるための交流会開催 

 

⑵ 「学びのサイクル」による人づくり促進事業 

※学びのサイクル：学習や実践活動をきっかけに、地域住民が気づきや達成感、向

上心等を得て次の学びに向かい、繰り返すことによって成長していく過程 

① 公民館等と地域団体が連携しながら学習・実践活動を行うことにより、地域住

民の人材育成に取り組む市町村を支援 

・ ［補助率］1/2 ［上限額］300 千円 

② 活動事例の周知・広報の実施（研究集会、ウェブサイト、リーフレット） 

 

２ ふるさと教育推進事業              当初予算額  25,782 千円 

 

・ 地域の教育資源（ひと・もの・こと）を活かし、子どもたちのふるさとへの愛

着・誇り、貢献意欲や、確かな学力、実行力の育成に取り組む市町村を支援 

 

⑴ ふるさと教育を推進するための市町村交付金 

・ 市町村の取組に係る支援 

・ 中学校区の連絡会、研修等に係る支援 

・ 小・中学校の取組に係る支援【運用を一部見直し】 

 

 

 

 

⑵ ふるさと教育の質の向上を図るための教員研修会、優良事例の普及啓発等 

・ ふるさと教育担当教員等向けの研修 

・ ホームページの充実、動画作成等 

交付金の交付条件を「年間 35 時間以上実施」から「年間 20 時間以上実施」に緩

和し、市町村教育委員会でふるさと教育の活動内容の確認・精選を促進 

※見直し後も最低限の活動が実施できるよう、交付金単価（70 千円／校）は据置 
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4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3

※上記改修に併せて、施設の屋根及び外壁改修工事等の長寿命化工事も実施予定

青少年の家 通常どおり運営 研修受入れの一部中止

内容
令和６年度 令和７年度

特定天井の改修

館内照明のＬＥＤ化

　　　　　　　　等

実施設計
発注

契約

施工

準備
施工

３ 社会教育士確保・養成事業            当初予算額  8,969 千円 

 

・ 県内における人づくり・地域づくりを推進していく社会教育士の育成と社会教育

主事資格取得者の計画的養成により、社会教育を振興する人的基盤を確保 

 

⑴ 高等教育機関と連携した社会教育士育成事業 

島根大学講習の枠組に、引き続き島根県立大学の教員による「地域づくり」系の

授業を設け、「人づくり」、「地域づくり」の両面から社会教育士を育成 

 

⑵ 社会教育主事講習派遣事業 

県外大学等で開催される社会教育主事となり得る資格を取得する講習へ教員を

派遣し、社会教育主事を養成 

 

⑶ 社会教育主事(士)研修事業 

毎年度開催する市町村の社会教育主事（士）等向けの研修会に加え、県内の社会

教育主事（士）が一堂に会し、学びをとおしたネットワーク化を図るための「しま

ねの社会教育士大交流会（仮称）」を開催【新規】 

 

４ 青少年の家事業                 当初予算額 272,171 千円 

 

・ 県民の多様な学習ニーズに応えていく研修プログラムを提供するとともに、計画

的に施設の改修を実施 

 

⑴ 青少年の家の運営・維持管理 

・ 施設の指定管理料 

・ 施設運営に係る人件費、内部管理事務費等 

 

⑵ 青少年の家の改修【新規】 

・ 特定天井の改修（エントランスホール及び多目的ホール） 

・ 館内照明のＬＥＤ化 等 

【スケジュール】 

・ 令和６年度：実施設計、発注、契約 

・ 令和７年度：施工 

※令和７年６月～令和８年３月：管理研修棟・宿泊棟を利用する研修の受入れ

中止（令和８年４月受入れ再開予定） 
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主要事業の概要（人権同和教育課関係） 

 

１ 進路保障推進事業 当初予算額 23,634千円 

 

・ 支援を必要とする子どもの実態が複雑化・多様化し、子どもや家庭の実情に即し

た支援の充実を図る必要があるため、教育と福祉の連携を推進し、教職員の福祉に

関する理解と連携における実践力の向上を図る。 

 

⑴ 学習支援事業（子どもの居場所創出等支援事業） 

子どものセーフティーネット充実の一環として、地域における子どもの居場所の

選択肢を増やし、教育と福祉の連携のもとで学習支援を実施 

［実施主体］市町村（２団体を想定）や市町村から委託を受けたＮＰＯ等 

［助成率］県１／２ 

［助成額］１団体につき上限 50 万円 

［対象者］生活困窮層及びその周辺層の小中学生等 

［事業スキーム］ 

 

 

 

 

 

⑵ 学校・福祉連携モデル事業 

学校と社会福祉の連携を推進する上での具体的な課題を抽出する実証研究を実

施 

① 県立学校（出雲工業高校）ほか 委託先（島根県社会福祉士会） 

【委託内容】学年会等に参加し情報共有、支援を必要とする生徒について具体的

な支援先へのつなぎ等の助言、教職員研修など 

② 市町村教育委員会（飯南町教育委員会） 委託先（飯南町） 

【委託内容】市町村立学校教職員への研修、ケース会議のファシリテーター、児

童・生徒支援に対する指導・助言など 

 

⑶ 人権教育推進員の配置 

進路保障を柱とする人権教育の取組を推進するため、松江・出雲・浜田・益田の

教育事務所に配置 

 

２ 人権教育推進事業                                        当初予算額 2,644千円 

 

・ 教職員の福祉に対する理解を促進し、福祉部局等との連携を図るなど実践力の向

上を図るため教育センターにて「子ども支援実践講座」を実施 

「子ども支援実践講座 ～学校と福祉の連携による子ども支援～」能力開発研修 

補助 委託

県
ＮＰＯ、民間団体等

学習支援活動

市町村（事業主体）

学習支援活動

居場所創出

直営
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主要事業の概要（文化財課関係） 
 

１ 島根の歴史文化活用推進事業           当初予算額  36,816 千円 

 

・ 島根の豊かな歴史文化の研究成果を活用して、県内外にその魅力を発信し、県民の

郷土への関心を高め、文化財の保存継承の気運を醸成するとともに、県外での認知度

向上や、交流人口の増加等を促進 

 

⑴ 「島根の歴史文化」県民参加型活用事業 

 古代から中世・近世に至る多様な歴史文化をテーマとした県民向け連続講座やワ

ークショップを県内で開催し、併せてオンライン配信 

 

⑵ 「島根の歴史文化」県外ＰＲ事業 

 「島根の歴史文化」の魅力を発信するため、東京でシンポジウムを開催。また、シ

ンポジウムで取り上げる県内文化財の映像などを加えて番組に編集し、全国にオン

ライン配信 

 

⑶ 島根の魅力あふれる歴史文化遺産情報発信事業（日本遺産関連） 

 県内で認定された日本遺産のストーリーについて、認知度向上を図り、現地への興

味関心を高めるため、紹介動画の配信などにより全国に情報発信 

 

⑷ 古代歴史文化を活用した情報発信事業 

 東京で連続講座を開催し、萩・石見空港を利用した県内歴史スポットをめぐるツア

ーを実施 

 

⑸ 古代歴史文化共同調査研究 

 他県と連携して、日本の古代歴史文化に関する共同研究を進め、その成果を講演会

などにより全国に情報発信 

 

２ 未来へ引き継ぐ石見銀山保全事業         当初予算額  86,054 千円 

 

・ 世界遺産「石見銀山遺跡」を適切に管理し、未来へ継承していくため、調査研究、

保存整備及び情報発信を柱とした事業を推進 
 

⑴ 世界遺産総合調査研究事業 

① 基礎調査研究事業 

・ 石見銀山遺跡の価値や魅力を高めるための調査研究を実施 

② テーマ別調査研究事業 

・ 石見銀山遺跡の実態の解明に向けて「石見銀山発見 500 年の歴史」などのテーマ

を設定して調査研究を実施 
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⑵ 世界遺産保存整備事業 

① 遺跡整備事業への支援 

・ 町並み保存地区の建造物修理、遺跡の災害復旧、史跡等公有地化等 

② 石見銀山世界遺産センターの管理運営への支援 

 

⑶ 世界遺産総合情報発信事業 

① 県内外に向け、石見銀山遺跡の価値や魅力を発信するため、オンラインによる講

座等を開催 

② 児童等を対象とした出前授業の開催 

③ 企画展の開催やパンフレットによる情報発信 

 

３ 古代出雲歴史博物館管理運営事業         当初予算額 550,265 千円 

 

・ 歴史文化の調査研究の成果を活用し、常設展示、展覧会及び関連講座等を実施。ま

た、天井の耐震化及び魅力アップのため施設を改修 
 

⑴ 古代出雲歴史博物館の運営・維持管理 

・ 施設の指定管理料 

・ 施設運営に係る人件費、内部管理事務費 

・ 常設展示、企画展開催 等 
 

⑵ 特定天井等の耐震改修（令和６年度～８年度）【新規】 

・ エントランスホール、中央ロビー、神話シアター 
 

⑶ 魅力アップ事業（令和６年度～８年度）【新規】 

・ 神話シアター及び展示室改修 

・ 多言語対応の映像制作、模鋳品製作 

※ 上記改修に併せて、空調設備の改修等の長寿命化工事も実施 

※ 施工・養生中は休館し、期間は令和７年４月１日～令和８年９月 30 日（予定） 

4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9

特定天井等の耐震改修

情報発信

古代出雲歴史博物館

模鋳品製作 県内外での情報発信

通常通り運営 休館

入札

施工 養生

神話シアター・展示室の
改修

提案
競技

実施設計

映像制作

内容
令和６年度 令和７年度 令和８年度
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総 務 委 員 会 資 料 

令和６年３月７日・８日 

教 育 庁 総 務 課 

令和６年度教育委員会組織改正の概要について 

 

１ 組織改正内容（教育庁） 

所属名 改 正 概 要 

学校企画課 

 

 

 

働き方改革推進室の設置 

教職員の働き方改革を一元的に推進するため、情報推進係、

企画人事スタッフの一部及び人材育成スタッフの一部を統合

し、「働き方改革推進室」を設置 

教育指導課 

 

 

 

義務教育推進室の設置 

小中学校等における児童・生徒の学力育成の推進体制を強化

するため、小中学校教育推進スタッフを改組し、「義務教育推

進室」を設置 

２ 組織図及び所掌事務 

⑴ 学校企画課 

① 組織図 

現  行 令和６年４月 
学校企画課 

管理係 

就学支援係 

 水産練習船運営係 

（水産練習船神海丸） 
情報推進係 

企画人事スタッフ 

人材育成スタッフ 

県立学校改革推進室 

 

学校企画課 

管理係 

運営・支援係 

 ※ 働き方改革推進室の設置に併せて係を再編 

（水産練習船神海丸） 
  

企画人事スタッフ 

人材育成スタッフ 

県立学校改革推進室 

働き方改革推進室 

② 所掌事務 

教員を支えるサポート人材の配置、教職員研修の実施、学校内における業務改善

等、県立学校及び小中学校等における働き方改革の取組の推進を図る。 
・ 県立学校の教育職員及び県費負担教職員の働き方改革の推進に関すること。 

・ 県立学校の情報化推進及び小中学校等の校務情報化に係る助言に関すること。 
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⑵ 教育指導課 

① 組織図 

現  行 令和６年４月 
教育指導課 

教育振興係 

教育推進スタッフ 

 高等学校教育推進スタッフ 

小中学校教育推進スタッフ 

幼児教育推進室 

地域教育推進室 

子ども安全支援室 

教育指導課 

教育振興係 

教育推進スタッフ 

 高等学校教育推進スタッフ 

義務教育推進室 

幼児教育推進室 

地域教育推進室 

子ども安全支援室 

 

② 所掌事務 

児童生徒の基礎的な知識・技能の定着や活用力の伸長を図るため、市町村と連携

し、学力の実態把握や授業の質の向上など、学力育成等の取組を推進する。 
・ 小中学校等の教育に係る指導及び助言に関すること。 
・ 小中学校等の教育課程、学習指導及び進路指導に関すること。 
・ 小中学校等の教科用図書その他の教材の取扱いに関すること。 

・ 小中学校等の児童及び生徒の学力の育成に関すること。 
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県立高等学校の寄宿舎について 

 

このたび、島根県立津和野高等学校へ、寄宿舎を寄附していただくことになった。 

 

１ 寄附者 

佐々田 正德 （ささだ まさのり）氏  東京都在住 

 

２ 寄附の経緯 

しっかり学習できる環境を整えて、優秀な生徒に津和野高等学校へ進学してもらい

社会に貢献できる人材を育成したいとの思いから、老朽化した県の寄宿舎の代わりに

図書・学習室を備えた新たな寄宿舎を建設し、県に寄附することを申し出られた。 

 

３ 寄附の内容 

寄宿舎（土地、建物、工作物、備品等一式） 

 

４ 寄宿舎の概要 

・ 所 在 地 島根県鹿足郡津和野町鷲原ロ１８１－１ 

・ 敷地面積 ３，０８５．２６㎡ 

・ 建物規模 定員１００名（男女各５０名 ※最大±８名まで調整が可能） 

木造２階建て、２人部屋、図書・学習室を設置 

延べ面積２，９７４．３３㎡ 

 

【参考】 

・ 既存寄宿舎（つわぶき寮） 

         定員７２名（男４４名、女２８名） 

ＲＣ造３階建て、４人部屋 

延べ面積１，０４５．８０㎡ 

 

５ 供用開始日 

令和６年３月２０日予定 

総 務 委 員 会 資 料 

令和６年３月７日・８日 

教育施設課・学校企画課 
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部活動の在り方に関する方針の改訂について 

１ 改訂の趣旨 

  島根県教育委員会では、国が平成 30 年に策定した「運動部活動の在り方に関する総合的な

ガイドライン」及び「文化部活動の在り方に関する総合的なガイドライン」を踏まえつつ、「部

活動の在り方検討会」においてとりまとめられた方針案をもとに、平成 31 年２月に島根県「部

活動の在り方に関する方針」を策定した。 

その後、令和４年 12 月に、スポーツ庁・文化庁より「学校部活動及び新たな地域クラブ活動

の在り方等に関する総合的なガイドライン」（以下「国のガイドライン」という。）が示され、

島根県においても、この新たに示された国のガイドラインを踏まえ、「部活動の在り方に関す

る方針」を別冊１のとおり改訂した。 

 

２ 改訂の考え方 

  国のガイドラインは以下のⅠ～Ⅳで構成される。 

Ⅰ 学校部活動 

Ⅱ 新たな地域クラブ活動 

Ⅲ 学校部活動の地域連携や地域クラブ活動への移行に向けた環境整備 

Ⅳ 大会等の在り方の見直し 

 

今回の改訂は、平成 31 年２月に策定した島根県「部活動の在り方に関する方針」をベース

に、国のガイドラインⅠで新たに示された、又は変更のあった内容を適宜反映させる。 

国のガイドラインⅡ～Ⅳに係る内容については、令和６年度以降、関係部局等において検討

を行うため、このたび改訂には反映しない。 

 

３ 主な変更点 

 (1) 国のガイドラインで示された内容を反映 

・ 対象とする指導者として、「部活動顧問」に「部活動指導員及び外部指導者」を追加 

・ 生徒のニーズを踏まえた部活動の設置について具体的な内容を追加 

(2) その他 

・ 記述内容の更新 

例）「高温注意情報」を「熱中症警戒アラート」に変更 

 

４ これまでの経過と今後の予定 

 令和５年９～10 月  部活動実施状況調査の実施（概要は別紙のとおり） 

令和６年２月    「部活動の在り方に関する方針」の改訂 

 令和６年３月    市町村、各県立学校へ通知 

           島根県ホームページへ掲載 

令和６年４月以降  「新たな地域クラブ活動の在り方等に関する方針（仮称）」の検討 

          検討委員会の設置 

総 務 委 員 会 資 料 
令和 6 年 3 月 7 日・8 日 
保健体育課・社会教育課 
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令和５年度島根県の公立中学校・高等学校 部活動実施状況調査結果概要 

 

【調査概要】 

１ 目的 

⑴ 県内の公立中学校、高等学校の部活動の実施状況について、その実態を調べるとともに、今

後の部活動のよりよい在り方を検討する資料とするため 

 ⑵ 「部活動の在り方に関する方針」の改訂及び学校部活動の地域連携・地域移行を検討してい

く際の参考とするため 

 

２ 対象校 

中 学 校 県内すべての市町村立中学校（義務教育学校後期課程を含む）（92 校） 

高等学校 県立高等学校（全日制）（35校）と松江市立皆美が丘女子高等学校 

 

３ 調査方法 

  学校ごとに、運動部活動、文化部活動それぞれについて、管理職・部活動主任等が回答 

 

４ 期間・基準日 

  調 査 期 間 令和５年９月 22日（金）～10 月 13 日（金） 

調査基準日 令和５年９月１日（金） 

 

５ 回答状況 

校 種 
対象校数 

(校) 

回答校数

(校) 
回答率 

回答数 

運動部 

(校) 

文化部 

(校) 
合 計 

中 学 校 92 92 100％ 92 74 166 

高等学校 36 36 100％ 36 36 72 

 

 

  

別紙 
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【調査結果】 

１ 学校部活動運営のための体制整備について 

⑴ 年間の活動計画、毎月の活動実績の作成状況 

⇒ 年間の活動計画、毎月の活動実績を、作成・運用していない学校も多い 

 年間の活動計画 毎月の活動実績 

作成している 
作成していない

部活動がある 
作成している 

作成していない

部活動がある 

中 学 校 61％ 39％ 57％ 43％ 

高等学校 86％ 14％ 39％ 61％ 

 

⑵ 部活動担当教員の専門性の合致状況と、携わりたくない教員の割合 

⇒ 中・高ともに部活動担当教員の半数以上が専門性と合致しておらず、中学校は約４割、高

等学校は約３割の教員が部活動に携わりたくないと考えている 

 専門性の合致 携わりたくないかどうか 

合致している 合致していない 携わりたくない そうではない 

中 学 校 44％ 56％ 36％ 64％ 

高等学校 38％ 62％ 28％ 72％ 

   ※回答があったもののみの割合（未回答は含まない） 

 

２ 休養日・活動時間の設定について 

⑴ ガイドラインに沿ったきまりの設定 

⇒ ほとんどの学校がガイドラインに沿ったきまりを設けている 

 学期中の休養日に関して 学期中の活動時間に関して 

きまりがある 
きまりがない 

・沿っていない 
きまりがある 

きまりがない 

・沿っていない 

中 学 校 96％ 4％ 93％ 7％ 

高等学校 92％ 8％ 89％ 11％ 

 

⑵ きまりの遵守状況 

⇒ 中・高ともに約１割の学校において、一部のきまりが守られていない 

 きまりが 

守られている 

きまりが 

守られていない 

未回答 

中 学 校 86％ 12％ 2％ 

高等学校 83％ 13％ 4％ 
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３ スポーツ・文化芸術環境の整備、地域移行（地域連携を含む）について 

 ⑴ 合同練習や地域団体との活動の捉え方 

⇒ 中・高ともに約８割の学校が、合同部活動や、休日の地域団体との活動を、肯定的に捉え

ている 

 他校との合同部活動 休日の地域団体との活動 

肯定的 否定的 肯定的 否定的 

中 学 校 73％ 27％ 75％ 25％ 

高等学校 76％ 24％ 83％ 17％ 

 

４ 部活動の今後について 

⑴ 部活動の地域移行の進め方や必要性 

⇒ 約３割の中学校が、全面的に地域移行を進める意向である（高等学校は１割強） 

 全面的に 

地域移行 

部分的にでも 

学校部活動を残す 

現時点では 

判断できない 

中 学 校 28％ 40％ 32％ 

高等学校 15％ 56％ 29％ 

 

５ まとめ 

・ 部員数の減少や教員の負担軽減のため、何らかの対応が必須であるという見方が多く、指導

者の確保、地域・保護者の理解、費用負担軽減や財源確保等が、大きな課題として挙げられる 

・ 外部指導者（部活動指導員や地域指導者）の活用には肯定的な意見が多いが、時間（予算）

拡充の要望が強い 

・ 地域移行については、生徒の負担増や移動手段等の課題も多く、方向性について意見が分か

れる。また、現状では判断ができず、今後の動向を注視しながら決めるとの意見も多い 

 

 

※ 詳細は別冊２のとおり 
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第５次島根県子ども読書活動推進計画（案）について 

 

１ 趣旨 

  子どもの読書活動は、「子どもが、言葉を学び、感性を磨き、表現力を高め、創

造力を豊かなものにし、人生をより深く生きる力を身に付けていく上で欠くことが

できないもの」であり、社会全体で積極的に子どもの読書活動の推進に取り組むこ

とは極めて重要である。 

  子どもの読書活動の推進に関する法律第９条第１項に基づき、今後５年間にわた

る子どもの読書活動推進に関する施策の方向性と取組を示す第５次島根県子ども読

書活動推進計画を策定する。 

 

２ 検討経過 

  令和５年 12 月  総務委員会へ素案の報告 

               パブリックコメントの実施（12 月 15 日～１月 16 日） 

  令和６年 ２月  第３回島根県子ども読書活動推進会議において協議 

 

３ パブリックコメントの結果 

⑴ 意見提出者 13 名（25 件） 

⑵ 意見と対応 別紙一覧表のとおり 

 

４ 計画（案） 

  別冊３のとおり 

 

５ 今後の予定 

  令和６年３月下旬  教育委員会会議において議決 

 令和６年４月上旬  県立学校、市町村、関係機関へ周知 

 

 

総 務 委 員 会 資 料 
令 和 ６ 年 ３ 月 ７ 日 ・ ８ 日 

教育指導課・特別支援教育課・社会教育課 
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パブリックコメントに対する県の考え方 

 
 ご意見の要旨 ご意見に対する県の考え方 

発達の段階に応じた読書活動 

 １ 読書習慣を形成するためには、ブック
スタートから始まって、本のある環境に
恵まれることが大切である。 

保育園、小学校、中学校、高校と切れ
目のない、読書を推進する体制が必要だ
と思う。 

幼児期では家庭の理解と協力、小中学
校では図書室の充実、司書教諭や国語の
先生の指導といった体制と、幼児期から
本で感動する体験を積み、小中高と知的
好奇心を本で満たす体験を積むことで、
読書習慣がはぐくまれるのではないかと
思う。 

自らできる子は少数だと思う。是非、
手厚い体制と啓発で読書活動を推進して
もらいたい。 

（発達の段階に応じた読書活動の推進） 

幼児期から小学生、中学生、高校生とい
った発達の段階に応じた読書活動を推進す
る中で、特に「乳幼児期からの本に親しむ
環境づくり」が重要だと考えております。 

そのため、本計画において「乳幼児期か
らの本に親しむ環境づくり」を重点的に取
り組む事項として掲げ、取組を推進してま
いります。（計画Ｐ30、31） 

２  各学校、関連施設で様々な取組を行っ
てはいるが、結局は本を読む子は読む
が、読まない子は読まない。 

 読書から遠ざかっている子どもをどう
取り込んでいくのか、より革新的で具体
的な案があるとよい。 

（発達の段階に応じた読書活動の推進） 

本計画においては、子どもの発達段階に
応じた目指す方向性を定め、計画Ｐ34 以
降に具体的な施策を記載しております。 

計画に基づく取組を着実に推進すること
で、子ども読書活動の推進を図ってまいり
ます。 

３ 「地域」とのつながりを大事にしてい
くための取組例として考えてみた。 

・就学前 
公共図書館からの読み聞かせ 
地域の方も呼んで、読み聞かせのポイ

ントなどの講習も！ 

・就学後 小学校 ６年間の読書の記録
が出来る冊子 
これからの時代は Chromebook に保存で

きるアイテムがあるとよい（本の紹介を
授業や友達と共有） 

・中学、高校 
就学前の子や小学生に読み聞かせや本
の紹介 
地域への読書活動を生徒が行う 

 

 

 

（地域との連携） 

各学校、市町村立図書館、地域におい
て、地域やボランティアと連携した様々な
活動が行われています。 

県としましては、地域の読書ボランティ
ア等と連携した読み聞かせの啓発、子ども
読書に関わる方の資質向上を目的とした研
修の開催、また、県立図書館では定期的に
「親子で絵本を読む会」「お話会」など親
子を対象にした読書普及の取組を行ってお
ります。引き続きそうした取組を通じて、
地域とのつながりを持ちながら読み聞かせ
の啓発を続けてまいります。（計画Ｐ35の
取組②、Ｐ37 の取組⑤、Ｐ39 の取組⑦） 

また、中学生、高校生による読み聞かせ
については、公民館等での中学生のボラン
ティアによる読み聞かせや高校の授業内で
の保育所訪問など、各地域や学校において
実施がされているところです。 

 

別紙 
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 ご意見の要旨 ご意見に対する県の考え方 

 

 

 
県としましては、こうした事例紹介等、

読書活動を含めた学校図書館活用教育の更
なる推進を図ってまいります。 

また、いただきましたご意見は今後の施
策の参考とさせていただきます。 

４ 赤ちゃんの頃から（ブックスタート）、
お母さんやお父さんに絵本の読み聞かせ
を頑張ってもらい、反応がなくても読み
聞かせを続けていれば、自然と小学生、
中学生、高校生になっても、読書好きは
継続されると思う。 

何を読んだらよいのか分からない生徒
や子どももいるため、その時は学校の先
生や図書館司書に気軽に聞ける体制作り
も必要だと思う。難しくて読むことをや
めるのではなくて、わかりやすい本や絵
本の選書を司書教諭や司書にしてもらい
たい。 

（幼児期の読書習慣、学校図書館） 

乳幼児が読書に初めて出会う場として、
家庭での読み聞かせがあります。そのた
め、保護者は子どもと本をつなぐ大切な役
割を担っています。 

市町村においては、乳幼児健診の機会な
どを通して、保護者に絵本をプレゼントす
るブックスタートの取組が行われていると
ころです。 

県においては、推薦図書リスト「おすす
めしたいこどものほん」や親子読書が記録
できる絵本ダイアリーの配布、幼稚園や保
育園の保護者会等で子どもの育ちと読書
（読み聞かせ）の重要性について学ぶ「親
子読書勉強会」の開催などの取組を行って
おり、家庭での読み聞かせの重要性につい
て引き続き啓発を行ってまいります。（計
画Ｐ35 の取組②、Ｐ37の取組⑤） 

学校においては、小学校を中心に、読書
習慣や長期休業中などに各学校の実情に応
じた形で家庭での読書啓発が行われてお
り、県としても学校図書館活用教育の更な
る推進を図る中で読書活動の啓発・支援に
努めてまいります。 

５ 本を読むことの楽しさをもっと小さな
うちから知ってほしいと思う。 

親（大人）世代に読書習慣があり、普
段から子供と一緒に読書している家庭だ
と、本自体に抵抗が少なく読んでくれる
のかなと思います。 

６ 10 年前くらいに、小学校で月１回か２
回、「親子読書」があったが、それがなく
なった。さらに、読書離れしたと感じ、
残念だと思った。 

７ 【漫画の活用】 

漫画は、文字と映像を関連付けて短時
間で情報の取得ができる優れた媒体であ
り、読書習慣の入口としても有効であ
る。 

素案Ｐ31では、乳幼児期からの本に親
しむ環境づくりが重点的に取り組む事項
として挙げられている。 

漫画の活用は、子どもたちが読書に親
しむ最初のステップとなる可能性が高い
と考える。 

 

（漫画の活用） 

漫画には、学習性が高いものや娯楽性が
高いものなど、それぞれ特性があります。 

県立図書館においては、選書の基準（館
内用資料収集要領）に基づき、漫画本は原
則として収集しませんが、評価の定まった
ものや子どもの学習の支援となるようなも
のは厳選して収集しています。 

また、学校図書館においては、例えば内
容で科学や歴史など学習につながるような
教育効果が高いと判断されたものについて
は、各学校の判断により取り入れられてお
ります。 
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 ご意見の要旨 ご意見に対する県の考え方 

図書の充実 

 ８ 【英語図書の充実の希望】 

英語図書を豊富に揃える予算立てをし
て欲しい。 

鳥取県立図書館には、イギリスの小学
校の教科書になっている ORT（oxford 
reading tree）や国際アンデルセン賞、
コールデコット賞、ケイト・グリーナウ
ェイ賞などの絵本や児童書が数多く蔵書
されている。 

以前、個人で図書館に購入のリクエス
トをしたが、高額のために採択されなか
った。他県でも ORT を揃えている図書館
は多い。島根県も国際的な図書館にする
ために、日本語以外の図書の予算も拡充
してほしい。 

（英語図書の充実） 

県立図書館においては、従来より国際ア
ンデルセン賞やコールデコット賞など、評
価の高い外国語の児童書を積極的に収集し
ています。 

特に、英語の本については、幼少期から
英語に親しむための絵本や点字つきの絵本
など、幅広く収集しています。 

さらに、英語に限らず、県内での需要が
高い韓国語、中国語、ポルトガル語など、
多様な言語で書かれた本も収集していま
す。 

今後も引き続き、ご意見を参考にしなが
ら資料の充実に努めてまいります。 

電子書籍・デジタル図書 

 ９ 【デジタル図書の充実の希望】 

長野県のように、デジタル図書の貸
出、閲覧を充実してほしい。 

図書館に行って借りたり返したりする
時間がない市民にとって、デジタル図書
は図書館利用の促進につながる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（電子書籍の導入） 

 ご提案いただいた電子書籍の導入につい
ては、非来館型サービスの充実を図る上で
も重要と捉え、これまでも検討を行ってま
いりました。 

図書館で提供できる電子書籍は、紙媒体
や個人向けの電子書籍とは異なり、 

・出版社等から許諾されているものが対象
となるため、購入可能なラインナップ数が
限られていること 

・ライセンス料が発生することから価格が
約２～３倍と高額であること 

・利用期間や回数に制限があり、ライセン
スを買い直す必要がある書籍が多いことか
らコストが増加すること 

など、様々な課題があります。 

一方で、電子書籍は読書困難者や高齢の
方など読書バリアフリーの観点からも有益
であることから、今後も、他県の電子書籍
サービス導入後の状況や図書館で扱える電
子書籍の出版量などの調査、情報収集を行
い、引き続き導入について検討してまいり
ます。 
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10 【電子書籍の活用】 

素案Ｐ31では、学校図書館活用教育の
更なる推進と ICT の適切な活用が重点的
に取り組む事項として挙げられている。 

電子書籍の活用は、子どもたちの読書
環境を多様化し、読書へのアクセスを容
易にする重要な手段であると考える。紙
の書籍のみならず、電子書籍についても
実践的な活用の提案が計画に取り入れら
れることを希望する。 

 

（電子書籍の実践的な活用） 

従来の教育実践と ICT を活用した教育実
践のベストミックスを図るうえで、電子書
籍は紙の書籍やインターネット上の情報等
を含めた多くの媒体の中の一つの選択肢で
あり、多様な読書機会の提供という面も含
めて今後の活用拡大が期待されています。
しかし、全国的に見ても、学校図書館への
電子書籍の導入には予算確保が非常に大き
な課題であり、今後どういった形であれば
導入が可能なのか、国や社会の動向を注視
しつつ検討していきます。 

11 【電子書籍の読書環境の整備】  

電子書籍を読むための端末のスペック
や十分なネットワーク環境の確保は、読
書の快適性に直結する。 

継続的に電子書籍の読書環境を整備す
ることを強く推奨する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（読書環境の整備） 

学校図書館を含めた県立学校のネットワ
ーク環境については、令和２年度より順
次、アクセスポイント及び外部通信環境の
増強を行っております。 

また、小中学校等については、引き続き
市町村に整備の充実を促していきます。 

-82-



 

 

 ご意見の要旨 ご意見に対する県の考え方 

本に触れる場所・機会の充実 

 12 SNS や YouTube で満たされている環境
で育ってる現代の子ども達に「本」の魅
力をどう伝え、推奨していけばいいかは
回答が思い浮かばないが、子ども達が安
全に居心地よく過ごせる場所の一角にた
またま「本」があり、自然にその「本」
を手にとって読んでしまう、そんなスペ
ースを整える事も大切である。 

時代が大きく変わった今、「本」の大切
さを重んじるには、図書館とはまた少し
違ったニュアンスの環境が必要だと思
う。 

雨の日の居場所が少ないため、学生や
子ども達、また若いパパやママが雨の日
にも寄れる場所があり、そこに本がたく
さんあるとよい。 

（本に触れる場所・機会の充実） 

近年、家庭、職場・学校以外の「第３の
居場所」としての図書館の役割が新たに認
識されるようになり、文部科学省も「心の
居場所」としての学校図書館の役割に言及
しています。 

小中学校等においては、「学校司書等に
よる学びのサポート事業」によって、学び
の場であり心の居場所でもある学校図書館
の環境整備を中心的に担う学びのサポータ
ー（学校司書等）の継続的な配置を、引き
続き支援してまいります。（計画Ｐ49 の取
組⑱） 

また、地域で子どもが集まる場である公
民館等や児童館、放課後児童クラブなどの
各種団体に向けて、県立図書館の団体貸出
等を通じて、読書活動の推進にかかる支援
を行ってまいります。（計画Ｐ41の取組
⑭） 

13 子どもの読書については、小学校に上
がる前の幼児の頃からの読書（読み聞か
せ）習慣が大切である、また、子どもの
周囲の大人が読書をする姿を見せること
も読書好きになったり、習慣化すること
の大切な要素の一つだと思う。 

幼児の頃の読書については、親が図書
館に連れて行くことができれば、その機
会を確保できるが、共働き世帯等はなか
なか行くことができない場合も多い。 

そこで、計画にあるように公民館等で
の貸し借りや読み聞かせのイベント等が
頻繁にあるとよい。 

小学校になってからは、学童保育に行
く児童も多いことから、そこでの過ごし
方として読書が身近にあるとよいと思
う。公立図書館からの定期的な貸し出し
により、学校にはない本との出会いも期
待できる。 

また、子ども食堂の開催と同時にそこ
で本が読める環境を作ることもよいので
はないか。本に親しみをもつ機会を作る
ことによって、学校の図書館の利用も増
えていくと思う。 

中学生・高校生・大人に向けては、駅
等の待合室等に定期的に図書館からの本
を借りて置いておいて、電車の待ち時間
等にふと手にとれるような機会があると
よい。 
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14 岡山県の備中高梁駅に高梁市立図書館
が併設されている。駅という交通結節点
に所在し利便性が高く、また TSUTAYA も
あり図書の販売もされている。中高生も
たくさん利用していて読書や勉強をして
いる光景を見て、新しいスタイルの読書
環境だと感じた。 

さて、県都松江の玄関口である松江駅
に隣接する一畑百貨店が１月 14 日をもっ
て閉店となりました。 

利活用もまだ白紙のようですが、高梁
市に倣ってここに読書ができる環境を整
えてはどうか。高梁市のような形式は経
費も含めて実現のハードルが高いが、当
面の対応として、ちょっとした配架コー
ナーをフロアに設けて、週替わりとか月
替わりで図書を置くというのはどうか。
松江駅で試してみて、県内の主要な駅に
も広がっていけばよいかと思う。山形駅
のプロムナードはそのような取組がされ
ていた。 

（松江駅前における読書環境の整備） 

令和６年１月の一畑百貨店の閉店を一つ
の契機として、ＪＲ松江駅前のまちづくり
の在り方を議論するため、松江市と松江商
工会議所が共同で「松江駅前デザイン会
議」が設置されました。令和６年秋を目標
に、市民の皆様の御意見を交え、松江駅前
のデザインの検討がされています。 

15 素案Ｐ10 に「お楽しみ子育て絵本」を
整備したと記載があるが、この内容の改
定や更新はどのくらいの頻度で行ってい
るか。 

そういった情報も記載があるとよい。 

（お楽しみ子育て絵本の改定・更新頻度） 

「お楽しみ子育て絵本」の内容（100 テ
ーマ）の改定は行っていませんが、追加分
として選書する絵本については令和５年度
に補充を行いました。 

ご意見を踏まえまして、以下のとおり修
正しました。（計画Ｐ10） 

＜修正前＞ 
家庭での読み聞かせの時間を確保しても

らうために、県立図書館において、１テー
マ５冊の絵本で構成した「お楽しみ子育て
絵本」（100 テーマ）を令和２年度に整備
しました。 

このうち１セットは、専用バッグに司書
が選書した絵本を加えて、近くの図書館を
通じて遠隔地在住の県民に貸出するサービ
スを実施しています。 

＜修正後＞ 
家庭での読み聞かせの時間を確保しても

らうために、県立図書館において、１テー
マ５冊の絵本で構成した「お楽しみ子育て
絵本」（100 テーマ）を令和２年度に整備
しました。 

利用者が希望するテーマ絵本に、司書が
選書した絵本５冊を追加して 10 冊を１セ
ットとし、専用のバッグに入れて近くの図
書館を通じて遠隔地在住の県民に貸出する
サービスを実施しています。 
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16 素案Ｐ10 に「絵本ダイアリー」の名称
を、「えほん だいありー」「えほんダイア
リー」などのひらがなだけの表記又はひ
らがなカタカナ表記にすると、よりやわ
らかい雰囲気になると思う。 

また、読書に関するバリアフリー化が
広がるなかで、比較的だれでも読めるひ
らがなやカタカナのほうがよいと思う。 

（絵本ダイアリーの表記） 

いただきましたご意見を受けまして、次
の絵本ダイアリーの印刷から「えほんダイ
アリー」に名称を変更します。 

また、計画本文についても下記のとおり
修正します。（計画Ｐ35の取組②） 

（修正前） 
乳幼児期からの家庭での読書活動を推進

するため、絵本の読み聞かせ記録手帖「絵
本ダイアリー」を作成し、「こどもの読書
週間」に合わせて市町村図書館等や県立図
書館を通じて配布 

（修正後） 
乳幼児期からの家庭での読書活動を推進

するため、絵本の読み聞かせ記録手帖「え
ほんダイアリー」を作成し、「こどもの読
書週間」に合わせて市町村図書館等や県立
図書館を通じて配布 

 

17 素案Ｐ49 の 17 番の講師の派遣につい
て、以前は市町村主催の研修会、校内研
修会等に県立図書館の講師が派遣されて
専門的な研修ができてよかった。 

今は、講師派遣が終了となっている。
講師派遣はどのようにされるのか。 

（県立図書館からの講師派遣） 

県立図書館への指導主事配置を取りやめ
たことに伴い、県立図書館からの講師派遣
は終了しています。 

現在は、図書館活用教育研究事業の指定
校等に、依頼内容に応じて県教育委員会か
ら講師を派遣しています。 

 

学校図書館（司書教諭、学校司書を含む） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 学校現場では、ICT の普及により、以
前に比べて図書資料を活用した学習が減
っている。 

より正確で信頼性のある資料として、
図書資料の利活用を積極的に行っていく
必要がある。 

（図書資料の積極的な利活用） 

現代社会においては、多くの情報の中か
ら必要なものを取り出し、適切に扱える情
報活用能力が必要だとされており、学校に
おいては、各メディアの特徴を理解し、目
的や必要に応じて適切なメディアを選択で
きる児童生徒の育成が求められています。 

紙かデジタルかの二者択一ではなく、児
童生徒の発達の段階や学習経験等を踏まえ
ながら従来の教育実践と ICT を活用した教
育実践のベストミックスを図れるよう、図
書館活用教育の推進に向けた啓発に努めて
まいります。（計画Ｐ31） 
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19 【学校図書館の ICT 活用について】 

現在、高校内では生徒が１人１台端末
を使用する環境になり、ICT 機器の活用
が進んでいる。 

探究をはじめとした調べ学習でも端末
と図書資料の併用が基本となりつつあ
り、インターネットでの情報検索につい
ても支援を行う必要性が高まっている。 

また、授業だけでなく職員会議をはじ
めとした校内での資料・情報の共有も
Google for Education の各種ツール（ク
ラスルーム、Google サイト、共有ドライ
ブ等）を通して行われている。 

そのような状況の中で、各高校の図書
館が置かれた状況は格差があり、回線・
端末ともに ICT 環境が整っている学校も
あれば、司書の ICT アカウントがなかっ
たり、インターネットにつながる端末が
司書にうまく渡っていなかったりする学
校もある。 

（教員は ICT を用いた教育を行えるよう
指導者用端末を配布されていますが、司
書は授業者ではないことからこの端末が
支給されません。予備を貸与されている
ところもありますが、あくまで貸出であ
るため、ずっと使えるわけではなく、不
安定な状況） 

教育活動をはじめとした校内での情報
共有に司書が取り残されないためにも、
学校図書館での ICT 環境を整えるよう働
きかけを行っていただきたい。 

 

（学校図書館の ICT 活用について） 

県立高校のネットワーク回線は、１人１
台端末に対応すべく、令和５年度に強化し
たところです。端末については授業者用に
配布しておりますが、ICT アカウントは、
申請いただければ学校司書も取得できます
ので、お問い合わせください。 

小中学校等については、市町村に回線や
端末の整備充実を引き続き促してまいりま
す。 

20 素案Ｐ27 の数値目標⑩（学校図書館を
活用した各学年１クラスあたりの授業実
施時間数）が、Ｒ５目標値に対してＲ10
目標値では下がっている理由はなぜか。 

     Ｒ５目標値 Ｒ10 目標値 
     （素案Ｐ27）（素案Ｐ55） 
 小学校  35 時間 →  34 時間 
 中学校  20 時間 →  17 時間 
 高等学校 15 時間 →  14 時間 

 

 

 

 

 

 

（Ｒ５目標値とＲ10 目標値の比較） 

Ｒ５目標値は、平成 31年３月策定の第
４次計画策定段階で設定されたものです
が、コロナ禍、社会のデジタル化の進展等
様々な影響により、直近値（Ｒ４）は目標
値を下回っています。これを踏まえ、改め
て現実的な数値としてＲ10 目標値の設定
を行いました。 
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21 素案Ｐ46 に学校の意識改善、司書教諭
の資質向上について記載されている。 

学校司書だけでは、学校図書館は動か
ない。司書教諭と手を取り合ってはじめ
て図書館が授業で活躍できる。 

この部分、より力をこめた表現で書い
ていただきたい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（学校司書と司書教諭の連携強化） 

司書教諭や学校司書等を対象とした各種
研修の充実を図るとともに、各学校の管理
職や教員に対して、学校司書等と連携した
教育活動の推進について好事例を紹介し意
識向上を図るなど、学校図書館活用教育の
推進に向けた啓発・支援を進めてまいりま
す。（計画Ｐ49の取組⑰、Ｐ50 の取組⑳） 

ご意見を踏まえまして、以下のとおり修
正しました。（計画Ｐ46） 

＜修正前＞ 
学校図書館がこれらの機能を一層発揮す

るためには、司書教諭や学校司書等の配置
や、その資質向上のための研修、学校図書
館の整備・充実だけでなく、学校図書館活
用教育の意義や効果について学校内での共
有を図ることが重要です。 

＜修正後＞ 
学校図書館がこれらの機能を一層発揮す

るためには、司書教諭や学校司書等の配
置、資質向上のための研修、学校図書館の
整備・充実に加えて、学校図書館活用教育
の意義や効果について学校内での共有を図
り、司書教諭と学校司書等の連携強化など
校内組織の充実に努めることが重要です。 

22 司書教諭の資格があってもその役割が
果たせていない現状があると思う。資格
があってもどのように仕事をしていいの
か、分からない司書教諭も多い。 

以前は、司書教諭の悉皆研修があった
が、今はどうか。不安感をなくすために
も悉皆研修があるとよい。 

また、管理職研修や初任者研修等で学
校図書館活用教育の研修があるとよい。 

学習指導要領でも学校図書館活用教育
が重要視されていることを考えると、ど
の先生も学校図書館活用教育について理
解し、実践することが大事である。市町
村でも研修等を実施しているが、なかな
か広がりません。 

県においても考えてもらいたい。 

 

 

 

 

 

（司書教諭等に係る研修） 

県教育委員会では、主に経験の浅い司書
教諭・学校図書館担当者を対象に、必要性
が高く、実務的な内容を踏まえた研修（新
任学校図書館担当者必修・希望者受講可）
を実施しています。 

また、幅広い教職員を対象とした学校図
書館を活用しての授業改善の研修（希望
者）を実施しています。（計画Ｐ50 の取組
⑳） 

学校の現状やニーズを考慮したうえで内
容を厳選して企画・実施していますが、い
ただいたご意見を踏まえ、引き続き様々な
機会を捉えて図書館活用教育の重要性の啓
発に努めてまいります。 
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 ご意見の要旨 ご意見に対する県の考え方 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23 学校図書館への人材配置は重要なこと
であるため、学校司書が十分仕事ができ
るよう、十分な予算確保や増額をしてい
ただきたい。 

また、学校司書の研修（特に初任者研
修）の充実を図っていただきたい。 

（学校司書にかかる予算確保と研修の充実） 

県立学校の学校司書の配置に当たって
は、学校の規模や校種ごとの学習状況、教
員のサポート体制等を勘案して勤務時間を
決定しており、この勤務時間の中で、他の
教員との連携や役割分担の工夫などによ
り、各学校でより効果的な体制を整えるこ
とが重要だと考えております。 

 小中学校については、学校図書館を拠点
に児童生徒一人ひとりに寄り添った学びの
支援を行う学びのサポーターまたは学校司
書等を配置する市町村を支援しています。 

県としては、市町村に事業の継続と適正
な予算化を引き続き働きかけてまいりま
す。 

また、学校司書の研修は、学校司書独自
の業務については県教育委員会の関係各課
が中心となって実施し、図書館業務に関す
る基礎的な研修は県立図書館が実施してお
ります。今後も研修機会の確保に努めてま
いります。（計画Ｐ50の取組⑳・㉑）  

24 学校司書の研修について、現在は年１
回島根県立図書館に学校司書研修が行わ
れている。 

学校司書は基本的に一人職場であるこ
とから、学校司書同士で集まって学ぶ機
会が少なく、この研修は大変有意義であ
る。 

今後も、学校司書が集まって研修を行
える機会を確保してほしい。 

25 会計年度任用職員として学校司書の配
置があるが、夏休み中の生徒が図書の貸
出をしない８月にも勤務がある。 

勤務日の運用を柔軟にし、８月分の勤
務を生徒が学校図書館を利用する月の勤
務に振り替えてもらえれば、図書館の活
用がもっと活発になると考える。 

（学校司書の勤務体系） 

長期休業期間における学校司書等の勤務
については、図書の整備管理、教職員との
打ち合わせや教材作成支援等、通常の学期
中にはまとまった時間が確保しにくい業務
への従事を主に想定しています。 

貸出や授業支援等の業務の必要上、学期
中の勤務時間を増やすことについては、雇
用条件に抵触しない範囲であれば、学校長
との調整により可能だと考えます。 
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文化財（登録有形民俗文化財）の登録について 

 

１月 19 日（金）に開催された国の文化審議会において、県内に所在する登録有形民俗

文化財１件の登録について、文部科学大臣に答申があった。 

 

１ 概要 

 ⑴ 名  称  島根半島沿岸及び宍道湖・中海の漁撈
ぎょろう

用具 

⑵ 員  数  1,598点 

⑶ 所 有 者  松江市 

⑷ 所 在 地  島根歴史民俗資料館（松江市島根町野波2048） 

松江市宍道蒐古館（松江市宍道町宍道1715-2） 

 ⑸ 特  徴 

島根半島の沿岸は、リアス海岸が発達し、複雑に入り込んだ地形のため、小型の 

木造船を使ったイカやブリ等の一本釣漁や磯漁、網漁等が盛んに行われ、一方、半 

島南部の汽水湖において、宍道湖ではシジミ漁が、また、中海では、ソリコ舟と呼 

ばれる刳
くり

舟
ふね

形式の木造船によるアカガイ漁等が主に行われてきた。 

半島北部の日本海沿岸と南部の汽水湖において、魚介類の捕獲に使用された漁撈 

用具の収集であり、出雲地方における生業の実態とともに、我が国の汽水域の漁撈 

のあり方を考える上で、注目すべき資料群である。 

 

       

 

 

 

①島根半島沿岸の漁撈用具     ②宍道湖の漁撈用具      ③中海の漁撈用具 

 ア しんぼう（作業着）    エ ジョレン（シジミ漁）   キ ソリコ舟 

 イ ブリバリ         オ シラウオアミ       ク アカガイケタ 

 ウ 祈願旗           カ エビカゴ         ケ オゴカキ 

（オゴノリ漁） 

ア 

ウ イ エ 
カ オ

キ 

ク 

ケ 

総 務 委 員 会 資 料 

令和６年３月７日･８日 

文 化 財 課 

-89-



 

２ 評価 

登録基準⑵の「歴史的変遷、時代的特色、地域的特色、技術的特色、生活様式の特色 

又は職能の様相を示すもの」として評価された。 

 

３ 公開展示 

⑴ 島根半島・宍道湖中海ジオパーク松江ビジターセンター 一部を常設展示 

  （松江市島根町加賀 マリンプラザしまね２F） 

⑵ 松江市役所 登録記念展示（令和６年４月24日まで） 

 

４ 登録の件数 

  松江市の登録有形民俗文化財は今回が２件目であり、登録後の県内の登録有形民俗

文化財は、３件となる。 
 
 

【参考】登録有形民俗文化財について 

１ 登録対象 

  重要有形民俗文化財（国指定民俗文化財）以外の有形民俗文化財のうち、その文化財

としての価値が高く、保存・活用のための措置が特に必要とされるものを登録対象とす

る。 

 
２ 登録基準 

有形の民俗文化財（重要有形民俗文化財及び地方公共団体が指定を行っているものを

除く。）うち、次の各号のいずれかに該当するもの。 

⑴ 形態、製作技法、用法等において我が国民の生活文化の特色を示すもので典型的な 

もの 

⑵ 有形の民俗文化財の収集であって、その目的、内容等が歴史的変遷、時代的特色、 

地域的特色、技術的特色、生活様式の特色又は職能の様相を示すもの 

⑶ 我が国民以外の人々に係る有形の民俗文化財又はその収集であって、我が国民の 

生活文化との関連を示すもののうち重要なもの 
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